
北
畠
国
永

『
年
代
和
歌
抄
』
を
読
む

稲

本

紀

昭

北畠国永P年 代和歌抄』を読む

は
　

じ
　

め
　

に

　

『
年
代
和
歌
抄
』
と
は
北
畠
氏

一
族
北
畠
国
永
の
天
文
元

(
享
禄
五
11

一
五
三

二
)
年
か
ら
天
正
十
二

(
一
五
八
四
)
年

に
至
る
日
次
詠
草
集
で
あ
る
。
内
容
は

序

文

で
彼

が

述

べ

て

い

る
ご

と

く
、　

「
と

し

く

の
元

日

よ

り
、

よ

つ

の
と
き

い

た
る
ま
て
、

雪
月
花
に
よ
せ
て
あ

つ
め
を
き
た
る
」

歌
を
主
と
す
る
が
、

贈
答

歌
、
死
者

へ
の
追
善
歌
、
息
男

へ
の
庭
訓
歌
、
ま
た
数
は
少
な
い
も

の
の
狂
歌
な

ど
を
収
め
て
い
る
。

　
本
書

は
既
に

『
私
歌
集
大
成
』
第
七
巻
中
世
V

(
上

・
下
)

に
全
文
翻
刻
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(1
)

れ
、
解
説
も
さ
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
書
誌
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き

た
い
。

　
写
本
に
つ
い
て

　
本
書

の
原
書
は
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
現
在
は
数
種
の
写
本
が
伝
わ
る
の
み

で
あ
る
。　

『
国
書
総
目
録
』
に
は
別
名

「
羽
林
詠
草
」、
「
北
畠
国
永
朝
臣
家
集
」

を
あ
げ
、

写
本
と
し
て
ω
宮
内
庁
書
陵
部

(毫
埃
二
二
)、

②
大
阪
市
立
大
学
図

書
館
森
文
庫
、
③
神
宮
文
庫
二
本
、
計
四
本
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
刊
本

『年

代
和
歌
抄
』
解
説
で
は
こ
の
他
広
島
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本

(
『羽
林
詠
草
』)

　
　
　
　
　
(2
)

を
あ
げ
て
い
る
。
右
刊
本
は
大
阪
市
大
本

を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
解
説
に
よ
れ

ば
、
同
写
本
は
神
宮
文
庫
所
蔵
写
本

の
転
写
本
と
い
う
。
神
宮
文
庫
本
は
甲

・
乙

二
本
に
あ
り
、
乙
は
甲
の
昭
和
七
年
の
転
写
本
で
あ
る
。
甲
本

(
三
門
四
三
八
七
)

は
上

・
下
二
冊

か
ら
な
る
。

上
冊
は
表
紙
外
題

「年
代
和
歌
抄

{舐
翻
紺
嬲
鱆
」

(
下
冊
も
同
じ
)
と
あ
り
、
奥
書
に

　
右
北
畠
国
永
朝
臣
哥
集
上
巻

一
冊
者
、
以
津
藩
斎
藤
正
謙
蔵
本
、
令
中
嶋
宗
綱

　
書
写
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(清
直
)

　
　
　
嘉
永
二
年
四
月
　
御
巫
石
部

(
草
名
)

と
あ
り
、
下
冊
奥
書
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　マ
ご

　
右
北
畠
国
永
朝
臣
家
集
下
巻
　
以
松
田
兆
蔵
本
、
令
垣
下
政
房
書
写
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(清
直
)

　
　
　
弘
化
四
年
四
月
　
御
巫
石
部

(草
名
)

と
あ
る
。
上
冊
に
は
天
文
元
年
か
ら
永
禄
九

(
一
五
六
六
)
年
ま
で
を
、
下
冊
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
)

同
十
年
か
ら
天
正
十
二
年
ま
で
を
収
め
る
。

　
書
名
に
つ
い
て

　
本
書
の
原
書
に
は
そ
も
そ
も
題
が
付
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
写

本
の
み
な
ら
ず
、
諸
書
に
お
い
て
も
様
々
な
名
称
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
に
も

か
か
わ
ら
ず

『
年
代
和
歌
抄
』
と
称
さ
れ
る
の
は
、
序
文
に

　
雪
月
花
に
よ
せ
て
、
あ

つ
め
を
き
た
る
瓦
礫
す

へ
て
と
も

二
地
に
あ
ま
れ
り
、

　
も
た
す
事
か
た
く
、
書
く

ハ
へ
む
と
す
る
に
、
年
代
和
歌
抄
と
も
名

つ
け
は
や

1



窓史

　
と
そ
た

ハ
ふ
れ
け
る

と
あ
る
事
に
よ
る
。

　
上
冊

・
下
冊
に
つ
い
て

　
現
存
す
る
写
本
は
上

・
下
二
冊
か
ら
な

る
が
、
こ
れ
は
原
書
が
二
冊
で
あ

っ
た

事
に
よ
る
の
か
、
或
は
写
本
の
過
程
で
二
冊
に
分
冊
さ
れ
た
の
で
あ
る
の
か
。
彼

は
同
じ
く
序
文
で

　
予
も
又
よ
し
あ
し
つ
Σ
か
ぬ
ふ
し
を
つ
ら
ぬ
侍
り
し
、
し
か
あ
れ

ハ
、
元
亀
の

　
今
か
れ
こ
れ
し
る
し
つ
け
ぬ
る
事
に
な
り
ぬ

と
述
べ
て
お
り
、
元
亀
年
間

(
一
五
七
〇

～

一
五
七
三
)
に
手
許
に
残
し
て
い
た

和
歌
を

一
冊
に
編
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
上
冊
は
既
述
の
ご
と
く
永
禄
九
年
で
終

っ
て
い
る
が
、

同
年
は
後
述
す
る
よ
う

に
、

還
暦
を
迎
え
、

し
か
も
牢
籠
の
身

で
、
中
将
に
昇
進
す
る
道
を
諦
め
出
家
し
た
年
で
も
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
彼
は
永

禄
九
年
を
人
生
の

一
区
切
と
考
え
、　
一
本

に
編
ん
だ
の
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(4
)

後
に
上
冊

(
巻
)
と
称
せ
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
後
も
世

の

転
変
を
生
き
抜
き
、
天
正
十
二
年
、
七
十
八
歳
の
高
齢
を
迎
え
、
ふ
た
た
び
書
き

た
め
た
詠
草
の
編
さ
ん
を
企
て
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
下
冊
は

「無
常
三
首
」

で
終

っ
て
い
る
が
、
序
文
も
後
書
き
も
な

い
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
彼
は
編
纂

半
ば
で
死
を
迎
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
研
究
史
に
つ
い
て

　
本
書
は
す
で
に
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
地
誌
書
に
多
く

の
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い

る
。

す
な
わ
ち
、

明
暦

二

(
一
六
五
六
)

年
刊
行
さ
れ
た
津
藩
士
山
中
為
綱
の

『勢
陽
雑
記
』
を
始
め
、
宝
暦
十
三

(
一
七
六
三
)
年
刊
行
の
藤
堂
元
甫
の

『
三

国
地
志
』
、
天
明
元

(
一
七
八

一
)
年
の
西
村
利
廉

『勢
陽
僅
諺
』、
天
保
四

(
一

八
三
三
)
年
刊
行
の
安
岡
親
毅

『勢
陽
五
鈴
遺
響
』
等
々
引
用
箇
所
の
多
少
は
あ

る
が

『
北
畠
権
少
将
国
永
卿
家
集
』、　

『
国
永
家
集
』、
『北
畠
権
少
将
国
永
集
』、

『
北
畠
国
永
集
』
の
書
名
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
以
上
の
書
籍

は
地
誌

と
い
う
性
格
も
あ

っ
て
、
名
所
歌
寄
の
ご
と
く
地
名
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
の
引
用

が
多
く
、

詞
書
に

み
ら
れ
る

〃
歴
史
的
事
実
"

に
は
殆
と
関
心
を
払

っ
て
い
な

い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
本
書
を
歴
史
資
料

と
し
て
始
め
て
活
用
し
た
の
は
斎
藤
拙
堂

(正
謙
)
で
あ
ろ
う
。
拙
堂
は
天
保
十

一
年
刊
行
の

『
伊
勢
国
司
記
略
』
に
お
い

て
、　

「余
年
頃
、
国
永
の
歌
集
を
あ
さ
り
求
め
た
れ
ど
、
い
つ
く
に
も
な
か
り
し

に
、
あ
る
時
、
羽
林
咏
草
と
云
歌
集

一
巻
を
由
田
に
て
得
た
り
と
て
見
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(勢
陽
雑
託
)

あ
り
、
上
の
巻
は
う
せ
て
下
の
巻
の
み
な
り
、
其
内
の
歌
ど
も
を
見
る
に
雑
記
に

引
る
国
永
の
歌
な
り
、
上
巻
闕
て
備
ら
ぬ
こ
そ
く
や
し
け
れ
」
と
本
書
と
出
会

っ

た
喜
び
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は
本
書
を
も
と
に
北
畠
具
教

・
具
房
に
関
す
る
諸
系

図
、
軍
記
物
の
誤
謬
を
正
す
と
と
も
に
、　

「巻
の
九
　

一
族
伝
下
」
に
北
畠
少
将

国
永

の
項
を
た
て
、

さ
ら
に

『
歴
名
土
代
』

天
文
四
年
十
月
十
九
日
、

従
五
位

上
、
同
日
左
少
将
に
叙
位
任
官
さ
れ
た
国
永

(
元
国
範
)
こ
そ
本
書
の
国
永
で
あ

る
と
し
、
ま
た
詞
書
か
ら
彼

の
家
名
が

「
小
原
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
拙
堂
の
書
は
、
未
だ
歴
史
叙
述
に
あ
た

っ
て
は
軍
記
物
に
重
心
を
置

い
て
い
る
と
は
い
え
、
歴
史
資
料
と
し
て
本
書
を

ク
発
見
"
し
た
最
初
の
著
作
で

あ

っ
た
。

　

し
か
し
、
彼
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
北
畠
氏
関
係
書

・
論
文
が
生
み

だ
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
無
視
さ
れ
、
歴
史

の
中
に
埋
没
し
て
し
ま

っ
た
ご
と

く
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
色
々
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
北
畠
氏
滅
亡
後
も
生

存
し
つ
づ
け
た

(あ
る
い
は
裏
切

っ
た
)
国
永
に
対
す
る
嫌
悪
感
と
も
言
う
べ
き

心
理
的
要
因
も
大
き
く
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
歴
史
学

2



北畠国永『年代和歌抄』を読む

界
と
対
照
的
で
あ
る
の
は
国
文
学
界
で
あ
る
。
井
上
宗
雄
氏
は
大
著

『
室
町
歌
壇

史
室
町
後
期
』
に
お
い
て
、
第

二
章
～
六
章
の
各
章

「地
方
歌
壇
」
の
節
に
お
い
て

本
書
に
言
及
、

批
評
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
既
述

の
ご
と
く

『私
歌
集
大

成
』

の
中

の

一
冊
と
し
て
翻
刻
さ
れ
、

研
究
の
便
宜
が
得
ら
れ
た
。

最
近
で
は

『
室
町
和
歌

へ
の
招
待
』
に
天
文
十
五

・
天
正
十

一
年

の
立
春
の
歌

二
首
が
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(5
)

あ
げ
ら
れ
批
評
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、

い
わ
ば
忘
れ
ら
れ
た

『年
代
和
歌
抄
』
を
、
そ
の
詞
書
が
語
る
歴
史

事
実
に
光
を
あ
て
、
強
て
は
北
畠
氏
研
究

の
前
進
に
幾
分
か
寄
与
し
た
く
起
筆
し

た
も
の
で
あ
る
。

一
　

国
永

を
め
ぐ

っ
て

1
　
そ
の
生
涯

　

こ
こ
で
は
国
永
の
辿

っ
た
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
彼
は
永

禄
九

(
一
五
六
六
)
年
還
暦
を
迎
え
て
い
る
の
で
、
逆
算
す
る
と
永
正
四

(
一
五

〇
七
)
年
誕
生
と
な
る
。
父
を
、
天
文
十

四

(
一
五
四
五
)
年
に
三
十
三
回
忌
を

営
ん
で
い
る
の
で
永
正
十
年
に
失
く
し
て
い
る
。
七
才
の
時
で
あ
る
。
同
二
十
二

年
、
父
を
偲
び

「
三
十
五
と
申
せ
し
に
、

い
く
さ
の
場
に
命
を
す
て
給
ひ
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(6
)

り
、
三
十
五
才
、
戦
死
で
あ

っ
た
。　
『
歴
名
土
代
』
に
よ
る
と
、
大
永
六

(
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
に
国
範

ご
六
)
年

二
月

二
十
九
日
従
五
位
下
、
翌
七
年
五
月
二
十

一
日
侍
従
、
天
文
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
に
国
永

十
月
十
九
日
従
五
位
上
、
同
日
左
少
将
に
そ
れ
ぞ
れ
叙
位
任
官
さ
れ
て
い
る
。
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(7
)

永
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
北
畠

一
族
と
は
言
え
、

傍
流
で
あ
り
、

し
か
も

幼
時

に
父
を
失
う
と
い
う

ハ
ン
デ

ィ
が
あ
り
な
が
ら
公
家
武
官

の
昇
進

コ
ー
ス
を
辿
る

こ
と
が

出
来
た
の
は
有
力
な
後
見
者
が

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

因
み
に
、

国

(範
)
永
の
国
は
北
畠
天
祐

(
初
名
具
国
、
後
晴
具
)

の
諱
が
与
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

彼
が
歌
の
道
に
精
進
す
る
契
機
と
な

っ
た
の
は
細
川
高
国
と
の
出
会
い
で
あ

っ

(
8
)

た
。
そ
の
時
の
こ
と
を
序
文
に

「
享
禄
の
は
し
め
つ
か
た
、
細
川
右
京
兆
入
道
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(三
条
西
実
隆
)

恒
三
十
首
和
歌
あ
り
し
に
、
逍
遙
院
贈
答
の
金
玉
な
と

一
読
せ
し
め

(中
略
)
き

ハ
ま
り
た
る
様
に
思
ひ
て
、
予
も
又

よ
し
あ
し
つ
二
か
ぬ

ふ
し
を

つ
ら
ね
侍
り

し
」
と
回
想
し
て
い
る
。　
『年
代
和
歌
抄
』
は
冒
頭
に
高
国
の
三
十
首
、
実
隆
の

同
題
三
十
首
、
同
じ
く
国
永

の
三
十
首
を
置
い
て
い
る
。
彼
の
本
格
的
活
動
は
天

文
元
年
か
ら
始
ま
る
。
天
文
年
間

(
一
五
三
二
～

一
五
五
五
年
)
の
前
半
は
平
穏

な
日
々
を
送

っ
た
よ
う
で
、
四
年
十
月
四
臼

「老
母
身
ま
か
り
給
ひ
」
と
母
を
失

く
し
て
い
る
が

(
法
名
真
正
大
姉
)
、

内
宮
参
拝

(
二
年
)
、

高
野
山
参
詣

(
三

年
)、
「疎
か
ら
ぬ
と
ち
よ
り
あ
ひ
て
十
首

(七
年
)、
「夢
想
の
会
席
」
(
七
年
)
、

　
　
　
(松
阪
市
明
和
町
)

「人
皆
大
淀
の
松
を
見
て
」　
(
八
年
)、　
二

続
あ
る
事
を
き
二
て
」
(
十
年
)
と

歌
壇
の

一
員
と
し
て
も
活
動
し
て
い
る
。

　
天
文
十
六
～
二
十
年
は
戦
い
に
明
け
く
れ
た
た
め
か
、
十
六
年
に
二
首
、
十
七

年
二
首
、
十
八
年
三
首
、
十
九
年
三
首
と
作
歌
数
は
極
端
に
減
少
し
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(二
十
四
才
)

か
も
二
十
年
に
は
彼
に
悲
劇
が
襲
う
。
三
月
二
日

「
む
す
め
の
侍
る
か
、
四
六
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(9
)

と
し
、

や
よ
ひ
二
日
に
な
く
な
り
、

お
や
の
心
せ
む
か
た
な
し
」

と
息
女
を
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(刀
　
　
自
)

い
、

さ
ら
に
四
月

二
十
七
日
、　
「家
と
う
し
に
を
く
れ
」

と

妻
を

な
く
し
て
い

る
。
息
女
法
名
有
慶
貞
善
、
妻
法
名
以
真
賢
秀
大
禅
尼
。
そ
れ
ば
か
り
か
後
年
永

禄
六

(
一
五
六
三
)
年
三
月
晦
日
に

「桂
円
智
春
」
の
十
三
回
忌
を
行

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
年
、
妻
と
娘
二
人
を
彼
は
な
く
し
た
の
で
あ

っ
た
。

　
弘
治
元

(
一
五
五
五
)
年
末

の
今
川
氏
の
来
襲
と
い
う
事
態
も
無
事
に
す
ぎ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(口
　
説
)

翌
二
年
、
彼
は

「
し
わ
す
の
は
し
め
つ
か
た
、
お
も
わ
さ
る
く
せ
ち
出
来
て
、
よ

し
野

へ
の
ほ
り
け
る
」
と
突
然
吉
野

へ
寵
居
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。　
「く
せ
ち
し

3



窓史

の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、　

「今
度
の
進
退
憂
名
を
羞

め
て
侍
」
る
と
述
べ
て
い

る
。

こ
の
寵
居
は
弘
治
三
年
九
月

八
日
、　

「よ
し
野
よ
り

い
せ
に
く
た
り
侍
」

　
　
　
(た
げ
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(-o
)

り
、　

「多
気
に
つ
き
侍
り
て
」
と
約
九
ケ
月
に
の
ぼ

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

　
永
禄
三
年
、
ふ
た
た
び
悲
劇
が
見
舞
う
。
七
月
九
日
、　
「
長
男
侍
従
身
ま
か
り

侍
れ
は
、
転
変

の
世
の
な
ら
ひ
と
は
思
ひ
な
か
ら
も
、
親
の
心
の
闇
い
と
晴
か
た

く
侍
る
」
と
嫡
男

(実
名
不
明
、
法
名
玉
山
清
金
)
を
失

っ
た
の
で
あ
る
。
す
で

に
侍
従
に
任
官
し
そ
の
前
途
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
受
け
た
衝

撃
も
ま
た
大
き
な
も
の
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
末
、
松
永
久
秀
が
伊
勢

進
攻
の
構
え
を
見
せ
、
軍
事
的
緊
張

の
中

に
暮
れ
た
。

　
永
禄
九
年
、　
「
河
上
に
牢
籠
と
せ
ん
の
あ
ま
り
に
、
述
懐
の
狂
歌
五
首
、
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(津
市
美
杉
川
上
)

も
員
外
さ
た
の
か
き
り
に
あ
ら
す
」
と
川
上
に
蟄
居
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
長
歌

に
、　

「事
を
あ
ま
た
に
あ
ら
そ
ひ
て
、

い
と
み
の
エ
し
り
、
な
に
か
せ
ん
、
さ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(理
)

あ
り
な
か
ら
　
を
う
か
に
て
　
む
そ
ち
に
し
て
も
　
耳
に
り
を
　
き

N
わ
か
た
ね

は
　
し
ら
か
は
て
　
つ
み
に
し
つ
め
る
　
く
る
し
み
の
　
う
み
と
や
く
も
玉
　
な

り
ぬ
ら
む
　
む

へ
も
卯
月
の
　
十
日
あ
ま
り
　
弓
は
り
月
を
　
と
も
な
ひ
て
」
と

詠
ん
で
い
る
。
蟄
居
の
原
因
は
不
明
で
あ
る
が
、　
「
本
意
に
あ
ら
ぬ
山
籠
り
」
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(11
)

々
書
葉
や
歌
に
う

つ
く

と
し
た
心
情
を
吐
露
し
て
お
り
、
政
治
的
問
題
が
背
景

に
あ

っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
　
「
は
じ

め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
中
将
昇
進

を
断
念
し
、
出
家
し
た
こ
の
年
、
さ
ら
に
十
二
月
七
日
、
息
女

「潤
月
妙
渓
」
の

訃
報
に
接
す
る
な
ど
多
事
多
難
な
年
で
あ

っ
た
。

　

翌
永
禄
十
年
に
は
、　

コ
一月
廿

一
日
、
榊
原
に
て
極
楽
寺
の
糸
桜
」
を
詠
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(津
市
久
居
榊
原
)

い
る
こ
と
か
ら
蟄
居
の
地
を
川
上
か
ら
榊
原
に
変
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(12
)

二
日
に
は
息
女

「
蘭
渓
妙
秀
」
が
死
亡
。

不
幸
が
打
ち
続
く
。

　

永
禄
十
二
年
正
月
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
北
畠
氏
被
官
の
謀
叛
に
端
を
発
し
、

　
　
　
　

(信
長
第
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(津
市
小
森
上
野
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彼
は
子
息
具
就
が
守
る
上
野

こ
れ
に
長
野
信
良
が
参
戦
、
戦
火
が
拡
大
す
る
中
、

(
13
)

城
に
入
城
、
奪
戦
し
て
い
る
。

　
こ
の
後
、
北
畠
氏
は
実
質
的
に
織
田
信
長

の
支
配
下
に
入
り
、
天
正
四

(
一
五

七
六
)
年
十

一
月
滅
亡
す
る
。
彼

の
身
辺
も
激
変
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
彼

は
何
も
語
ら
な
い
。
元
亀
元

(
一
五
七
〇
)
年

の
始
め
、　
「榊
原
よ
り
上
野

へ
」

移
り
、　

「多
気
と
い
ふ
所
故
郷
と
な
り
て
」
　
(
天
正
二
年
)
と
、
ふ
た
た
び
多
気

に
帰
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(14
》

　
天
正
十

一
年
、
嫡
孫

(実
名
不
明
)
が
織
田
信
雄
か
ら
本
名
地
小
原
を
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(松
阪
市
嬉
野
)

れ
、　

「悦
身
に
あ
ま
り
」

十

一
月
中
頃

「
入
部

せ
し
か
、
此
日
来
り
て
対
面
之

刻
、
猩
く
皮
の
頭
巾
を
得
さ
せ
ぬ
る
」
と
驚
喜
し
て
い
る
。
ま
た
子
息
具
就
も
同

年

御
箏

与
え
ら
れ

「御
嶽
蔵
王
権
現
値
遇
甚
深
き
・」
と

(
中
略
)
弥
渇
仰

　
　
(津
市
美
杉
三
多
気
)

の
涙
銘
肝
侍
り
」
と
喜
こ
ん
で
い
る
。
最
晩
年
に
至

っ
て
や

っ
と
得
た
安
堵
の
境

地
で
あ

っ
た
。

　
し
か
し
、
同
年
六
月

の
信
長
の
死
を
契
機
に
、
織
田
信
雄
と
神
戸
信
孝
と
の
抗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(16
)

争
、

つ
い
て
羽
柴
秀
吉
と
の
戦

い
と
事
態
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る
。

　
国
み
た
れ
て
霍
執
な
か
は
に
、
ち
か
き
里
く
心
を
か
へ
た
れ
は
、
降
伏
の
た
め

　

に
念
彼
観
音
力
衆
怨
悉
退
散

と
念
じ
、
歌
を
詠
む
の
が
老
躰
の
彼
に
と

っ
て
唯

一
出
来
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
天
正
十
二
年
の
和
歌
の
中
、　

「九
月
尽
」
と
題
す
る
歌
が
時
を
示
す
最
後

の
も

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
年
の
暮
に
は
死
去
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

2
　
国
永
の
出
自

・
系
譜

　
順
序
が
逆
に
な

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
彼
の
出
自

・
系
譜
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。

4



　
彼
の
家
名
が
小
原
で
あ
る
こ
と
は
、
既

に
斎
藤
拙
堂
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
改

め
て
確
認
す
る
と
、
永
禄
八

(
一
五
六
五
)
年
の
詞
書
に

　
小
原
と
い
ふ
所
を
、
お
り
く

と
を
り
侍
る
か
、
正
月
六
日
、
多
気
よ
り
く
た

　
り
け
る
と
て
、
先
祖
の
事
と
も
思
ひ
出
て
、

一
し
ほ
な
つ
か
し
く
侍
れ
は

　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

　
　
岩
木
こ
そ
七
世
の
む
か
し
し
る
ら
め
と
　
問
は
ま
ほ
し
く
も
立
か
へ
る
道

と
あ
り
、
さ
ら
に
天
正
十

一
(
一
五
八
三
)
年

の
そ
れ
に
、　
「今
年
小
原
と
い
ひ

侍
る
本
名
地
を
嫡
孫
安
堵
せ
し
め
て
」
と
あ
る
ご
と
く
、
七
代
に
遡
る
名
字
の
地

で
あ
る
と
述
べ
て

い
る

こ
と
に
よ
る
。　

『系
図
纂
要
』

所
収

「源
朝
臣
姓
北
畠

流
」
に
み
え
る
小
原
氏
の
系
譜
を
み
る
と
、
親
房

の
子
顕
雄
の
項
に

唐
橋
　
　
　
　
　
　

小
原

顕
雄
　
　
　
　
　
　
房
雄
-
ー
満
顕
-

教
顕

大
納
言
正
二
　
　
　
　
弁
中
将
　
　春
巒
　
　

月
山
芳
春

住
朱
雀
通
唐
橋
町
　
　
道
栄

称
号
唐
橋

(以
下
略
)

政
治

文
明
四
年
六
ノ
十

八
　
従
五
下

八
年
七
ノ
廿
四
従

五
上

左
兵
衛
佐

明
応
六
年
六
ノ
廿

討
死

蓮
西
常
春

北畠国永『年代和歌抄』を読む

厂

熙
顕
明
応
六
年
六
ノ
廿
同
父
討
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
国
範
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　享
禄
元
十
生

　
　
-
親
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
永
永
正
五
年
生
小
原
　
　
　
　
女

　
　
　
齢
辭
鷸
熱
五
討
死
卅
五
大
永
輊
芳
綴
縦
蘇
衾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綴
栖
管

コ
坑
蟾
麩
鸛
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(17
)

と
あ
る
。
こ
の
小
原
氏
に
関
す
る
史
料
と

し
て
は
、　
『
雑
々
聞
書
』
応
永

二
十
二

(
一
四

一
五
)
年
の
記
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
(北
畠
満
雅
)

　
六
月
十
九
日
、
為
伊
勢
国
司
可
退
治
、

畠
山
舎
弟
大
夫
入
道
下
向

(中
略
)
凡

此
御
対
薯

所
領
三
か
所
小
原
殿
仁
譌

可
渡
之
申

籠

遜

縫

蕾

　
被
申
入
、
然
而
押
菰
有
知
行
企
之
間
、

小
原
城
被
追
落
了
、
其
元
本
在
之
歟

と
北
畠
満
雅
蜂
起
の
原
因
を

一
族
間
の
紛
争
に
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
も
、
小
原
城
に
拠
る
小
原
氏
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
顕
雄
に
付
さ

れ
た

「唐
橋
」
に
注
目
す
る
と
、　
『
満
済
准
后
日
記
』
同
二
十
二
年
二
月
二
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(義
持
)

日
条
に
、
「伊
勢
国
司
唐
橋
入
道
城
ヲ
責
落
云
々
、
唐
橋
事
、
公
方
様
御
扶
持
歟
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(81
)

と
あ
り
、
右
の
唐
橋
入
道
が
顕
雄
を
指
す
こ
と
、

つ
ま
り
は
両
史
料
が
同
じ
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(19
)

を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
後

の
小
原
氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
次

の
二
史
料
が
あ
る
。

　
そ
の

一
は
長
禄
二

(
一
四
五
六
)
年
十
二
月

二
十

一
日
付
、
室
町
幕
府
神
宮
奉

　
　
　
　
(20
)

行
人
奉
書
案

で
、
神
宮
領
安
濃
津
の
長
野
満
寿
丸

(教
高
)
に
よ
る
押
妨
を
排
除

し
、
祭
主
大
中
臣
清
忠
代
官
に

「
沙
汰
付
」
を
命
じ
た
も
の
。
そ
の
宛
先
き
は
、

国
司
、
小
原
、
[
]口
、
同
中
将
、
口
口
、
乙
部
氏
で
、
こ
れ
ら
は
前
欠

の
別
文
書

　
　
　
　
　
(教
輿
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(性
盛
)　
　
　
　
(木
造
教
親
)

か
ら
、
北
畠
中
納
言
家
雑
掌
、
小
原
左
衛
門
佐
代
、
関
安
芸
入
道
、
北
畠
宰
相
中

　
　
　
　
　
　
　
(貞
長
)

将
家
雑
掌
、
仁
木
右
馬
助
、
乙
部
兵
庫
頭
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
中
、

北
畠
氏
は

一
志
郡
分
郡
守
護
、
関
氏
は
鈴
鹿
郡

の
分
郡
守
護
、
木
造
氏
は
公
家
で

あ
る
が

一
志
郡
木
造
庄

(津
市
久
居
木
造
)

の
実
質
的
支
配
者
、
仁
木
氏
は
安
濃

郡
塔
世
南
北

・
岩
田
御
厨

(以
上
津
市
栄
町
、

岩
田
町
)
、

河
曲
郡
河
曲
庄

(鈴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(21
)

鹿
市
)
等
を
所
領
と
す
る
。
乙
部
兵
庫
頭

の
実
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
乙
部
は
津

市
街
地
に
地
名
を
残
す
。
後
年
、
山
科
言
継
は
弘
治
三

(
一
五
五
七
)
年
三
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(小
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(乙
)

参
宮
に
際
し
、　

「阿
野
之
津
」
よ
り
、
木
森
を
経
て
雲
出
川
ま
で

「音
部
衆
十
人

　
　
　
　
　
　
　
　
(22
)

計
」
に
送
ら
れ
て
い
る
。
乙
部
氏
の
所
領
は
不
明
で
あ
る
が
、
安
濃
津
近
隣
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
以
上
を
要
す
る
に
、
北
畠

・
関
両
氏
以
外
は
い

ず
れ
も
安
濃
津
近
傍
に
所
領
を
持

つ
領
主
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
小
原
氏
も

安
濃
津
近
辺
に
所
領
を
有
し
て
い
た
と
い
う
推
測
が
可
能
と
な
る
。
な
お
右
の
左

衛
門
佐
は
教
顕
に
該
当
し
よ
う
か
。

5



窓史

　
そ
の
二
は
寛
正
五

(
一
四
六
四
)
年

二
月
十
二
日
付
、
内
宮

一
禰
宜
荒
木
田
氏

讐

状
で
あ
菊

薨

き
は

示

原
と
の
醐
吶
る
人
為

中
L

で
、

同
文
言
萇

野
氏
に
も
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
大
神
宮
御
裳
濯
河
堤
防
役
河
籠
米
の
催
促

で
あ
る
。
こ
の
河
籠
米
は
伊
勢
北
方
八
郡

の
中
、
鈴
鹿
郡
は
関
氏
、
安
濃
郡
は
長

野
茂
、
他
五
郡
は
守
護
に
対
し
内
宮
庁
宣

に
よ

っ
て
徴
収
催
促
が
行
わ
れ
る
。
二

の
氏
経
書
状
は
こ
れ
と
は
別
に
郡
内
の
在

々
所
々
の
領
主
に
成
敗
H
納
付
を
依
頼

し
た
も
の
で
あ
り
、
小
原
氏
の
所
領
が

一
部
に
せ
よ
安
濃
郡
内
に
所
在
し
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
右
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
前
節
で
ふ
れ
た
永
禄
十

工
年
の
謀
叛
勃
発

時
に
国
永
子
息
具
就
が
上
野
城
を
守
備
し
、
国
永
自
身
も
入
城
し
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
以
前
同
十
年
の
歳
暮
に
国
永
は

「薪
を
つ
み
置
て
上
野

へ
つ
か
わ

す
と
て
」
と
記
し
て
お
り
、
上
野

(
城
)

が
具
就
所
領
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
上
野
は
小
森
上
野
と
も
い
い
、

一
志

・
安
濃
郡
境
の
高
台

に
位
置
し
、
前
述
の
山
科
言
継
が

「
木
森
」
を
通
過
し
た
ご
と
く
参
宮
街
道
が
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(形
・方
)

じ
て
い
た
。
ち
な
み
に
上
野
の
眼
下
に
は
歌
の
名
勝

「藤
潟
」
が
ひ
ろ
が
る
。

　
以
上

一
・
二
を
踏
ま
え
る
と
、
小
原
民
は
十
五
世
紀
半
ば
に
は
そ
の
本
拠
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(24
)

上
野
に
移
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
度
々
ふ
れ
た
永
禄
十
二
年

の
戦
乱
に
関
す
る
次

の
よ
う
な
文
書
が

　
(25
)

あ
る
。

a
　

北
畠
氏
奉
行
人
奉
書

　
(松
阪
市
三
雲
町
曽
原
)

　
蘇
原
城
江
取
懸
付
、
所
口
之
面
く
致
意
見
、
被
相
抱
之
由
、
御
存
知
候
、
面
く

　
儀
付
、
藤
潟
殿

へ
も
被
成
奉
書
候

(
以
下
略
)

　
　
　
正
月
廿
八
日
　
　
　
　
房
兼

(
花
押
)

　
　
　
　
(宮
松
丸
)

　
　
　
　
佐
藤
殿

も
　
北
畠
氏
奉
行
人
奉
書

　
自
上
野
開
陣
仕
候
者
、
如
先
年
家
城
新
衛
門
尉
城
江
罷
入
、
心
懸
肝
要
之
由

　

(以
下
略
)

　
　
　
正
月
廿
三
日
　
　
　
　
房
兼

(花
押
)

　
　
　
　
佐
藤
殿

史
料

a
・
b
よ
り
、
上
野
城
に
佐
藤
氏
等
が
入
城
し
て
い
た
こ
と
、
藤
潟
氏
が
彼

ら
の
指
揮
官
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
当
面
は
指
摘
し
て
置
き
た
い
。
こ
の

戦

い
に
つ
い
て
、
そ
の
史
料
的
信
憑
性
は
劣
る
も
の
の
、　

『勢
州
軍
記
』
に

「永

禄
十
二
年

己
巳
春
正
月
、

平
信
長
卿
欲
攻
勢
州
南
方
、

依
之
同
九
日
伊
勢
国
騒

動
、　

(
中
略
)
故
南
方
諸
家
楯
籠
於
諸
城
也
、　

(中
略
)
小
森
上
野
城
藤
方
御
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(26
)

守
レ之
」

と
述
べ
、　

『勢
陽
雑
記
』

は

「
小
森
上
野

ニ
ハ
藤
方
入
道
慶
由
」
と
記

す
。
前
掲
史
料
と
も
ど
も
藤
潟

(方
)
氏
が

こ
の
方
面

に
お
け
る
中
心
人
物
で
あ

っ
た
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
点
と
国
永
の
記
述
と
を
整
合
的
に
考

え
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
た
め
脇
道
に
そ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
以
下
藤
方
氏
に
つ
い
て
の
べ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
右
の
問
題
の
解
決
に
迫
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(27
)

　
天
文
十
六

(
一
五
四
七
)
年
の

「北
畠
氏
子
息
誕
生
祝
儀
注
文
案
」
中
、
沢
氏

か
ら
の
祝
儀
進
物
献
上
先
と
し
て

「捶
弐
荷
両
種
　
藤
方
殿
」
と
み
え
る
の
が
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(28
)

見

の
限
り
、
藤
方
氏
の
初
見
史
料
で
あ
る
。

つ
い
で

『
永
禄
天
正
多
気
道
者
帳
』

に

「藤
方

刑
部
少
輔
殿
」
、　

「同
御
子
息
様
」、

こ
の
他
被
官

「本
間
彦
右
衛
門

殿
し
以
下
四
名

の
名
が
み
え
、
多
気
城
下
に
屋
敷
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

　
降

っ
て
天
正
十

一
年
と
推
定
さ
れ
る
七
月

二
十
日
付
、　

「其
国
検
地
之
儀
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(29
)

付
き
、　
「
可
入
精
」
旨
を
命
じ
た
織
田
信
雄
書
状
の
宛
先
き

の
一
人
に

「藤
方
刑

6



北畠国永『年代和歌抄』を読む

　
　
　
　
　
(30
)

部
少
輔
」

の
名
が
、
し
か
し
翌
十
二
年
九
月
付
、　

「
羽
柴
筑
前
守
秀
吉
知
行
割
之

(
31
)

事
」
に
、　

「
藤
方
」
が

一
志
郡
中
二
千
八
百
石
の
知
行
地
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

小
牧

・
長
久
手
の
戦

い
後
は
信
雄
か
ら
離
脱
し
、

秀
吉
被
官
に
な

っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

(詛
)

以
上
が
藤
方
氏
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
が
、　
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
六
』
に
収
め
る

「藤
方
系
図
」
を
み
る
と

　
　
藤
方
侍
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
部
大
夫

某
騨
鯑
誘
也
-

朝
成
騨
鑞
驫
蘿
觀
仕
秀
吉

　
　
法
名
桂
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
長
二
年
六
十
八
而
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

法
名
肝
梅

と
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

某
が
官
途
は
異
な
る
も
の
の
法
名

「桂

祐
」
が
国
永
法
名
と

一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
刑
部
大
夫
朝
成
も
具
就
と
訓

を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ
の
他

『勢
州
軍
記
』
等
に
み
え
る

法
名

「慶
由
」

も
桂
祐
と
通
音
し
て
い
る
。

そ
し
て
何
よ
り
も

上
野
を
拠
点
と

し
、
上
野
城
の
守
将
で
あ

っ
た
具
就
と
、

こ
の
方
面

の
指
揮
官
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る

「藤
潟
殿
」
と
を
同

一
人
物
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
具
就
も
藤
方

刑
部
少
輔
も
と
も
に
信
雄
被
官
と
し
て

北
畠
氏
滅
亡
後
も
転
身
し
て
い
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

　
以
上
は
、

い
わ
ば
状
況
証
拠
に
過
ぎ
な

い
が
、
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た

(嚼

ひ)

㌔

二
　

『
年
代
和
歌
抄
』

に
み
る
戦

い

1
　
天
文
十
六
～
二
十
年

の
戦

い

　
国
永
は
武
将
と
し
て
幾
多

の
戦
場
を
経
験
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
戦
争
と

歌
と
は
相
容
れ
な
い
故
か
ー
も

っ
と
も
狂
歌
が
飛
び
か
う
の
も
戦
場
で
あ
る
が
ー

詞
書
に
戦
い
に
ふ
れ
た
例
は
少
な
い
。
以
下
そ
の
少
な
い
例
を
と
り
あ
げ
、
他
の

史
料
を
援
用
し
つ
つ
、
彼

の
情
報
を
吟
味
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(34
)

　
天
文
十
六

(
一
五
四
七
)
年
、　
「
軍
陣
に
て
し
と

一
首
詠
ん
で
い
る
。
同
十
九

　
　
　
(津
市
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(35
)

年
に

「
片
田

一
本
松
と
い
ふ
所
に
、
秋
山
出
城
を
き
つ
き
侍
り
し
に
、
士
卒
の
う

ち
に
花
を
面
白
く
い
け
け
る
ほ
と
に
」
と

一
首
。
同
二
十
年
に

「
八
太
と
い
ふ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(63
)

の
茅
屋
に
陣
取
て
」
と

一
首
詠
ん
で
い
る
。
彼
が
出
陣
し
た
こ
の
戦
い
は
、　

『
大

馨

文
書

中
の
「桑

代
可
入
日
麗

に
、

昊

斈

六
籍

七
尋

亘

　
　
　
　
　
　
　
　
(八
太
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(具
教
)

長
野
殿
就
御
取
相
、
畑
御
陣
所

へ
御
音
信
」
と
し
て

「
御
本
所
様
」
、
「天
祐
様
」

以
下
に
進
物
を
献
上
し
て
い
る
。
対
戦
相
手
が
長
野
氏
で
あ
り
、
天
祐
、
具
教
が

出
陣
す
る
大
規
模
な
作
戦
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
同
じ
く
十
八
年
十
月
六

日
、　

「
八
太
之
長
陣

一"、
浜
中
可
致
出
陣
之
由
、
被
仰
出
候
時
、
御
佗
言
申
候
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(38
)

二
、　
(中
略
)
其
時
之
入
ミ
ち
」
と
し
て
天
祐
、
具
教

へ
万
度
祓
以
下
を
、
江
見

駿
河
守
以
下
の
被
官
に
銭
を
出
し
て
い
る
。
同
じ
く
八
太
を
本
陣
と
し
、
し
か
も

「
長
陣
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に

「
佐
藤
文
書
」
同
年
四
月

二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(39
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(津
市
)

四
日
付
佐
藤
信
安
宛
北
畠
氏
奉
行
人
奉
書
に

「
去
廿
二
同
、
於
垂
水
口
合
戦
、
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(40
)

被
矢
疵
由
」
と
あ
り
、
同
じ
く
十
月
八
日
付
奉
書
に

「去
月
昔
五
日
、
於
八
太
口

被
被
矢
疵
之
儀
」
と
激
戦
が
続
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
右
奉
書

の
宛
先
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(41
)

で
あ
る
佐
藤
又
三
郎
信
安
の
天
文

二
十
四
年
七
月
日
作
成
の
覚
書
に

「家
所
御
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(津
市
美
里
)　
(津
市
安
濃
町
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(津
市
)

方
被
申
付
、　
(中
略
)
家
所
前

・
安
部

ロ
ニ
テ
頸

一
ツ
、
其
以
後
下
之

口

・
垂
水

　

(鷺
力
)　
　
　
　
　
　
(姐
)

之
北
路
鳥
山

二
各
出
城
ヲ
被
仕
付
、
其
内

二
罷
入
、
日
く
合
戦
之
事
、
其
刻
、
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(津
市
)

八
太
、
頸

一
ツ
、
又
其
以
後
八
太

口
・
神
戸
、
於
下
村
前

・
中
尾

・
徳
屋
、
組
討

頸

一
ツ
、
其
外
疵
ヲ
被
事
数
度
也
」
と
精
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
長
野

氏
側
の
史
料
と
し
て
、
同
十
八
年
四
月
二
十
日
付
、
分
部
与
三
左
衛
門
尉

(光
恒

　
　
　
　
　
　
　
　
(43
)

ヵ
)
宛
長
野
藤
高
書
状
に
、　

「今
度
家
中
錯
乱
付
菰
数
度
之
御
忠
節
無
比
類
候
」

と
臨
時
の
諸
役
を
免
除
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
年
閏
五
月
十
五
日
付
、
同
人
宛
長

7



窓史

　
　
　
　
(44
)

野
藤
定
書
状
に
は

「家
所

二
来
八
月
迄
御
在
城
、

誠
忠
節
之
儀
」
、

十
月
八
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(菊
)

同
人
宛
長
野
藤
定
書
状
に

「就
家
所
定
番
、
御
在
城
祝
着
候
」
と
分
部
氏
が
家
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(64
)

城
に
長
期
在
城
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
家
所
城
と

「
片
田

一
本
松
」

の

秋
山
出
城
と
は
直
線
距
離
に
し
て
約
三
キ

ロ
隔
て
る
の
み
で
、
こ
の
辺
り
が
最
前

線
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
戦

い
は
垂
水
か
ら
始
ま
り
、

次
第

に
八
太
、

神
戸
、

片
田
、

家
所
と
長

野
氏
膝
下
の
地
に
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
垂
水

(垂
水

口
、
鷺
山
出
城
)
は
上
野
と
南
接
し
た
至
近

の
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
国
永
の
軍
事

的
負
担
、
緊
張
は
そ
の
簡
潔
な
詞
書
と
は
裏
腹
に
重
い
も
の
が
あ

っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

　
以
上
、
こ
の
戦
い
に
つ
い
て
の
詞
書
か
ら
秋
山
氏
が
出
兵
し
て
い
た
こ
と
、
戦

闘
は
天
文
二
十
年
ま
で
継
続
し
た
こ
と
が
新
た
な
事
実
と
し
て
わ
か

っ
た
。

2
　
今
川
氏

の
来
襲

　
弘
治
元

(
天
文

二
十
四
口

一
五
五
五
)
年
の
詞
書
に

「今
川
の
人
数
、
当
国

へ

う
ち
越
し
、
志
摩
と
ら
む
と
て
、
舟
と
も
う
か
へ
け
る
お
り
、
人
の
御
も
と
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
(74
)

歌
た
ま
ふ
、
返
し
二
首
し
と
今
川
氏

の
来
襲
を
告
げ
る
。
こ
の
事
件
は
従
来
知
ら

　
　
　
　
　
　
(48
)

れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
前
掲

「佐
藤
信
安
覚
書
し
に
関
連
し
た
記
述
が
あ
り
、
両

史
料
に
よ

っ
て
お
お
よ
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
信
安
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(志
摩
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(大
河
内
、
松
阪
市
)

に

「東
国
駿
河
之
人
数
、
伊
勢

・
嶋
向
罷
上
候
之
処
、
御
本
所
様
大
川
内
迄
御
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(玉
城
町
)

を
被
出
候
、

我
等
之

事
者
、

寄
親
家
城

式
部
大
輔
殿

同
道
申
、
玉
丸

二
在
陣
申

候
」
と
具
教
も
出
陣
す
る
な
ど
大
規
模
な
臨
戦
体
制
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
結
果
的
に
は
無
事
に
終

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
川
氏
側
に
関
連
史
料
は
な

侮

町
馳
な
ど
詳
細
に
わ
た

っ
て
は
不
明
で
あ
る
・

翌
二
年

二
月
二
+
八
巨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(51
)

「
国
司
攻
二
見
郷
、
死
傷
数
百
人
、
国
司
ノ
人
数
百
計
り
討

ル
し
と
あ
る
の
は
こ

れ
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

3
　
松
永
久
秀
の
進
攻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
好
長
慶
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
(久
秀
)

　
永
禄
三

(
一
五
六
〇
)
年
、　

「み
よ
し
か
う
ち
に
松
山

・
松
永
な
と
玉
あ
り
け

る
か
、
当
国

へ
お
も
む
く
よ
し
き
こ
え
侍
れ
は
」
と

「庸
安
院
殿
」
と
狂
歌
を
贈

答
し
て
い
る
。
松
永
久
秀
が
大
和
宇
陀
郡
を
制
圧
後
、
伊
勢

・
伊
賀

へ
進
攻
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(25
)

え
を
み
せ
た
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
た
の
で
省
略
す
る
。
詞
書
は
続

い
て

　
山
そ

ハ
と
い
ふ
所
に
て
、
し
わ
す
の
廿
日
こ
ろ
、

　
道

の
か
た

ハ
ら
に
菫
の
ひ
と
本
さ
き
ぬ
る
を
取
て

と

一
首
詠
み
、　

「右
の
心

ハ
、

三
好
と

い
ひ
け
る
も
の
畿
内
を
心
の
ま
二
に

し

て
、
伊

セ
入
な
と

x
物
言
喧
し
か
り
け
れ
は
、
城
あ
ま
た
き

つ
か
せ
な
と
し
給
ふ

と
て
、
く
た
り
給
ふ
折
な
れ
は
、
祝
て
」
と
述
べ
て
い
る
。
松
永
氏
の
進
攻
の
動

き
に
対
し
、
具
教
自
ら
出
馬
し
、
築
城
し
防
禦
体
制
を
と

っ
た
、
と
い
う
事
実
は

右
の
詞
書
に
よ

っ
て
初
め
て
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
築
城

の
地
は
多
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(53
)

館

の
南
を
通
る

「
伊
勢
本
街
道
」
に
重
点
が
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
不
明
で
あ

る
。

4
　
上
野
城
籠
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(里
)

　
永
禄
十
ご
年
、　
「去
し
正
月
九
日
、
隠
謀
あ
ら
わ
れ
出
て
、
此
国
ミ
た
れ
、
さ

と
く

悉
や
き
は
ら
い
ぬ
る
」
と
反
乱

の
勃
発
を
告
げ
る
。

つ
い
で
詞
書
は

「近

所
に
を
き
て
い
ふ
に
た
ら
す
、
し
か
あ
れ
と
た
玉
具
就
ひ
と
つ
心
を
も
ち
て
上
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(つ脱
力
)

一
郷

を

は
、

ふ

ミ

し

つ

め
、

あ

ま

さ

へ
敵

せ

う

く

う

ち

と

れ

は
、

各

ζ
き

に
乗

8



北畠国永『年代和歌抄』を読む

て
侍
り
き
、

さ
れ
と
も

大
敵
し
の
く
に

た
ら
さ
れ
は
、

出
入
さ

へ
た
や
す
か
ら

す
、
ひ
玉
に
た
x
か
ひ
挑
む
に
士
卒
の
苦
労
詞
に
の
ふ
る
も
あ
ま
り
あ
り
L
と
上

野
城
を
守
る
具
就
の
苦
戦
ぶ
り
を
伝
え
る
。
前
掲

「佐
藤
文
書
」
(注
(25
)
a
)、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(松
阪
市
三
雲
町
曽
原
)　
　
(諸
)

正
月

二
十
八
日
付
北
畠
氏
奉
行
人
奉
書
に

「
蘇
原
城
江
取
懸
付
、
所

口
之
面
く
致

意
見
、
被
相
抱
之
由
」
と
あ
る
ご
と
く
、
戦
端
は
上
野
城
よ
り
南
に
位
置
す
る
蘇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(54
)

原
で
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
が
北
畠
氏
の
支
配
地
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
国
永
が

「隠
謀
し
と
表
現
し
た
ご
と
く
、
反
乱
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。

一

月

二
十
三
日
付

奉
行
人
奉
書

(注
(
25
)b
)
で
は

「自
上
野
開
陣
仕
候
者
し

と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
当
初
北
畠
氏
は
事
態

の
鎮
圧
に
楽
観
的
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
詞
書
は
続
け
て

「
三
月
十
七

日
、
見
廻
の
た
め
に
入
侍
り
ぬ
」
と
国

永
も
上
野
城

へ
入
城
し
た
こ
と
を
記
す
。
そ
れ
は

「お
な
し
き
廿
日
よ
り
、
打
つ

二
き
よ
も
に
と
り
出
城
を
き

つ
き
、
往
来
を
と
二
め
む
と
す
、
更
い
た
む
事
な
く

し
て
か

へ
り
て
敵

の
あ
ゆ
ミ
を
支
か
け
相
忍
た
玉
か
ひ
、
ひ
と

へ
に
蟷
螂
か
斧
に

こ
と
な
ら
す
と
い
へ
と
も
」
と
上
野
城
が
包
囲
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
至

っ
た
か

ら
で
あ

っ
た
。
彼
自
身
は

「
か
く
て
外
を
謀
略
せ
む
か
た
め
、
同
廿
三
日
の
夜
忍

出
ぬ
る
事
に
そ
」

と
退
城
し
て
い
る
。

こ
の
事
態
は
、

前
掲

「分
部
文
書
」

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(55
)

収
、
永
禄
十
二
年
三
月
日
付
、
分
部
四
郎

二
郎
宛
長
野
信
良
安
堵
状
に

「今
度
忠

　
　
(比
)

節
無
日
類
御
高
名
候
」
と
あ
る
ご
と
く
、
長
野
氏
が
参
戦
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
。
上
野
城
は
南
北
か
ら
挾
撃
さ
れ
孤
立
化
し
た
。
国
永
が

「蟷
蜘
の
斧
」

と
表
現
し
た
の
も
正
直
な
感
想
で
あ
ろ
う
が
、
退
城
し
た
理
由
を

「外
を
謀
略
せ

む
」
と
記
し
て
い
る
の
は
強
が
り
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

「味
方
た
ひ
く

利
を
得

ぬ
る

の

ミ
な

ら

す
、

五
月

十

二
霞
、

数

千

騎

を

ひ
き

い
、

惣

里

へ
か

玉
り

、

ほ

り

を

へ
た

て

乂

戦

け

る

か
、

や

ふ

る
事

を

得

す

、

数

百

人

う

た

れ

て

引

き

し
り

そ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

(56
)

き
」

と

勝

利

し

た

と

記
す

。
　

「
佐

藤

文

書

」

に

　
　
　
(松
阪
市
嬉
野
)

　
面
く
天
花
寺
城
江
被
罷
入
、
致
辛
労
之
由
被
聞
召
候
、
御
祝
着
候

(
以
下
略
)

　
　
　
壬
五
月

一
日
　
　
　
　
房
兼

(
花
押
影
)

　
　
　
　
　
(宮
松
九
)

　
　
　
　
佐
藤
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(75
)

と
天
花
寺
周
辺
に
お
い
て
も
戦
い
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
詞
書
は

こ
の
後

「終
十
月
十
日
、

つ
め
城
と
も
退
散
し
て
、
具
就
武
運
を
ひ
ら
き
、　

(
中

略
)
愚
老
の
満
足
何
事
か
こ
れ
に
し
か
む
や
」
と
述
べ
終
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
別
の
詞
書
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
み

て
み
る
。

　
二
見
破
却
の
た
め
に
、
本
所
玉
丸
に
い
た
り
馬
を
出
さ
れ
、
七
月
の
末

一
戦
に

　
　
　
　
(二
見
町
江
)

　
や
ふ
れ
江
と
い
ふ
所
を

つ
め
の
城
に
頼
ミ
け
る
か
、

い
ひ
か
ひ
な
く

一
さ
藻
へ

　
も
こ
ら

へ
す
し
て
を
ち
ゆ
き
け
れ

ハ
、
戯
に
、
玉
手
箱
ふ
た
ミ
や
ふ
れ
て
そ
こ

　
と
の
ミ
た
の
め
と
江
た
ま
ら
さ
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(58
)

と
二
見
に
出
兵
、
鎮
圧
し
た
こ
と
を
記
す
。
こ
の
事
実
は
本
書
の
み
語
る
と
こ
ろ

で
、
関
連
史
料
を
欠
く
が
、
反
乱
状
況
が
二
見
ま
で
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
永
禄
十
二
年
の
戦
乱
に
つ
い
て
は
織
田
信
長
の
出
兵
を
中
心
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
信
長
は
以
上
の
様
な
北
畠
氏
領
国
に
関
す
る
情
報
に
接
し

て
、
伊
勢
攻
略
の
機
と
判
断
し
出
兵
し
た
と
い
え
よ
う
。　
『
信
長
公
記
』
に
は
八

月

二
十
日
、
信
長
は
伊
勢

へ
進
発
、　

「ゆ
き
く

の
小
城

へ
は
御
手
遣
も
な
く
」

大
河
内
城

へ
進
軍
し
た
と
記
す
。　
『
多
聞
院
日
記
』
同
年
九
月
七
日
条

「去
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(大
河
丙
)

日
、
信
長
人
数
八
万
余
騎
に
て
勢
州

へ
入
、
大
略
落
居
に
て
、
本
所

ハ
ヲ
カ
ツ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
(花
)

チ
ノ
城

二
御
座
、
天
源
寺
持
云
々
」
、
同
十
月
五
日
条

「去
三
臼
勢
州
国
司
ノ
城
落

了
之
由
」
と
の
情
報
に
接
し
て
い
る
。
国
永
が
十
月
十
日
、
詰
城
退
散
と
記
す
の

は
、　
い
さ
さ
か
負
け
惜
み
の
嫌

い
が
あ
り
、

事
実
は
和
議
に
よ
る
撤
兵
で
あ

っ
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窓史

た
。

　
以
上
、
国
永
が
記
し
た
戦
い
に
つ
い
て
ふ
れ
て
来
た
が
、

い
ず
れ
も
従
来
知
ら

れ
な
か

っ
た
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

既
知
の
史
料
と
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ

っ
て
北
畠
茂
の
動
向
が
よ
り
明
確
と
な

ろ
う
。

三
　
北
畠
家

の
人

々

1
　
庸
安
院
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
(59
)

　

『
年
代
和
歌
抄
』
に
は
細
川
高
国

(
常
恒
)
、
三
条
西
実
澄
と
い

っ
た
著
名
人
、

天
文
十
三

(
一
五
四
四
)
年
没
し
た

「若
年
よ
り
歌
の
道
に
堪
て
、
常
は
曹
渓

の

流
に
心
を
か
け
、
予
又
盲
亀
の
縁
お
ほ
ろ
け
な
れ
は
」
と
歌

の
師
と
も
言
う
べ
き

自
了
老
人
宗
将
を
始
め
と
す
る
僧
、　
「
と
も
た
る
人
々
」
、　

「あ
る
人
」
等
々
無

　
　
　
　
　
　
　
(60
)

名
の
人
々
が
登
場
し
、
彼
の
歌
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
北

畠
氏
関
係
の
人
々
に
絞
り
、
い
わ
ば
個
人
情
報
に
焦
点
を
あ
て
て
み
て
み
る
。

　
北
畠
氏

一
族
と
思
わ
れ
る
人
物

に

「庸
安
院
殿
」
が

い
る
。
彼
に
つ
い
て
は
他

の
史
料
に
み
え
な
く
、

不
明
で
あ
る
が
、

国
永
は
終
始
敬
語
を
使

っ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(梅
)　
　
　
　
　

(具
教
ゾ

と
、
「
庸
安
院
殿
よ
り
桃
花
に
む
め
を
そ

へ
て
本
所
に
ま
い
ら
せ
け
れ
は
」、
五
月

二
十
二
日
、　
「庸
安
院
殿
い
さ
な
ひ
給
ひ
、
本
所
に
て
皆
く
酒
た
ま
ひ
、
当
座
あ

り
け
る
に
」　
(以
上
永
禄
四
H

一
五
六
二
年
)
と
具
教
に
近
い
人
物
と
推
測
さ
れ

る
。
彼
が
本
書
に
登
場
す
る
の
は
天
文
二
十
三
年
で
、　
「
庸
安
院
殿
御
庭

の
梅
さ

か
り
成
り
け
れ
は
、
御
煩
も
例
の
こ
と
く
成
給
ふ
事
祝
て
」
と
病
気
回
復
を
祝
し

　
　
(61
)

て

一
首
贈

っ
て
い
る
記
事
が
初
見
で
あ
る
。
と
く
に
永
禄
三
～
五
年
に
か
け
て
彼

の
名
は
頻
出
す
る
。　
「雪

の
あ
し
た
」
、　

「花
に

つ
け
て
」、　

「
葛
の
紅
葉
給
り

て
」
　
(永
禄
五
年
)
な
ど
四
季
折
々
の
歌

の
贈
答
の
他
、　
「紅
葉
御
ら
ん
せ
ん
と

龍
淵
寺
の
橋
ま
て
い
さ
な
ひ
給
ひ
、
皆
人
歌
よ
む
事
に
な
り
て
」
　
(
同
年
十
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(康
安
院
)

日
)
、　

「人
を
あ
つ
め
給
ひ

一
続
興
行
」　
(
永
禄
六
年
)
、　

「
か
の
院
の
花
御
覧
し

て

一
続
」　
(同
年
三
月
十
六
日
)
な
ど
彼
の
主
催
す
る
歌
会
に
臨
む
な
ど
親
密
な

関
係
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
彼

の
名
は
、
同
年
五
月
晦
日

「庸
安
院
と
の
、
か
え

て
の
紅
葉

の
こ
き
を
折
せ
て
皆
歌
よ
ま
せ
ら
れ
け
れ
は
」
の
詞
書
を
最
後
に

『
年

代
和
歌
抄
』
か
ら
消
え
る
。
永
禄
四
年
の
彼
の
歌

　
何
事
を
な
す
と
も
な
く
て
身
は
老
ぬ
よ
わ
ひ
も
雪
も

つ
も
る
春
か
な

か
ら
す
る
と
老
齢
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
間
も
な
く
死
去
し
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
死
去
し
た
と
す
る
と
国
永
が
そ
の
死
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
し
な
い

の
は
不
可
解
で
あ
る
が
。

　
こ
こ
で
庸
安
院
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
憶
測
を

一
つ
述
べ
て
み
た
い
。
そ
れ
は

彼
が
北
畠
天
祐
そ
の
人
で
な
い
か
、
と
い
う
憶
測
で
あ
る
。

　
天
祐
は
永
禄
六
年
九
月
十
七
日
、

六
十

一
才
で
没
し
て
お
り

(『
公
卿
補
任
』

具
教

の
項
、
九
月
十
七
日
服
解

〔父
〕)
、　
『
年
代
和
歌
抄
』
翌
七
年
九
月
十
六
日

に

「奉
法
華
八
軸
要
文
加
解
結

二
経
十
首
」
を
詠
み

「右
長
泉
寺
殿
為

一
周
忌
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(62
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
長
泉
寺
を
菩
提
寺
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、　
『
神
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(歓
楽
)

年
代
記
抄
河
崎
』
天
文

二
十

二
年
の
項
に
、　

「国
司
天
祐
冠
落
、
御
祈
疇
関
ア
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(群
)　
(63
)

ル
、
諸
国
ヨ
リ
旅
人
不
知
数
、
明

ル
年

ノ
春
、
貴
賤
郡
集

ス
」
と
あ
り
、
天
祐
が

天
文
二
十
二
～
二
十
三
年
の
間
病
気
を
患

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
回
復
し

た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
庸
安
院
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
ま
た
前
述
し
た
よ

う
に
庸
安
院
の
名
が
み
え
る
五
月
晦
日
と
天
祐

の
死
去
九
月
十
七
日
と
は
接
近
し

て
い
る
。
以
上

の
こ
と
か
ら
右
庸
安
院
こ
そ
天
祐
で
あ
る
、
と

い
う

の
が
憶
測
の

結
論
で
あ
る
。
な
お
庸
安
院
は
多
気
城
下
に
在

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は

長
泉
寺
の
塔
頭
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

Yo



北畠国永『年代和歌抄』を読む

2
　
北
畠
具
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(64
)

　
こ
こ
で
は
私
人
と
し
て
の
具
教
に

つ
い
て
述
べ
る
。

具
教
の
初
見
は
永
禄
二

年
、　

「鹿
を
檻
に
こ
め
て
年
久
し
く
愛
せ
ら
れ
け
れ
は
、
鳴
侍
れ
は
」
と

一
首
贈

っ
た
の
に
対
し
、　
「具
教
卿
返
し
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(小
牡
鹿
)

　
聞
人
の
つ
た
へ
し
を
又

つ
た

へ
き
く
言

の
葉
な
れ
や
さ
を
し
か
の
こ
ゑ

と
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
断
続
的
に
、
永
禄
五
年
、　

「中
納
言
殿
よ

り
秋
の
こ
ろ
、
松
月
院
と
の
二
事
に
よ
せ
て

　
妻
思
ふ
な
ミ
た

ハ
わ
れ
も
を
と
ら
し
を
ひ
と
り
な
り
と
や
さ
を
し
か
之
こ
ゑ

と
侍
れ
は
」
と
具
教
の
妻
松
月
院
の
死
を
伝
え
る
。
永
禄
七
年
四
月

二
十
五
日
、

右

の
松
月
院
に
て

「中
納
言
殿

一
続
御
興
行
」、
さ
ら
に
松
月
院
三
回
忌
に
、
「中

納
言
殿
よ
り
歌
そ
あ
る
ら
ん
」
と
請
わ
れ

て
い
る
。
同
九
年
、　
「
六
角
母
堂
遠
行

　
　
　
　
　
　
　
　
(カ
)

と
聞
て
、
龍
女
の
年
始
八
歳
」、
「息
女
の
御
心
思
ひ
や
り
て
懐
旧
の
う
た
」
を
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(65
)

っ
て
い
る
が
、
こ
の

「
六
角
母
堂
」
は
具
教
の
側
室
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(66
)

　
元
亀

二

(
一
五
七

一
)
年
、　

「中
納
言
入
道
殿
よ
し
の
へ
花
御
覧
せ
む
と
て
の

ほ
ら
せ
給
ひ
し
か
は
、
ま
い
ら
せ
は
や
と
十
首

つ
ら
ね
侍
り
し
に
、
こ
の
こ
ろ
世

中
さ
は
か
し
く
う
ち
ま
き
れ
や
み
ぬ
。
御
下
向
の
を
り
、
し
か
く

と
か
た
り
申

け
れ
は
」
と
あ
る
ご
と
く
具
教
は
吉
野

へ
花
見
に
出
か
け
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連

し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
元
亀
元
年
十
月

二
十
日
付
世
義
寺
延
良
宛
北
畠
氏
奉
行

　
　
　
　
　
　
(67
)

人
奉
書
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

　
大
峯
為
御
祈
疇
、
多
気
景
正
院
被
成
御
寄
進
候

と
立
願
の
た
め
景
正

(賞
)
院
を
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
と
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(68
)

し
て
、
六
月
二
十
八
日
付
世
義
寺
先
達
宛
奉
行
人
奉
書
が
あ
り
、
立
願
の
た
め
入

峯
を
命
じ
た
が
、
今
年
は

「定
清
」
を
入
れ
置
い
た
の
で
、
其
方
は
来
年
入
部
す

る
よ
う
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
立
願
の
内
容
は
知
る
べ
く
も
な
い
が
、

一
ケ
寺
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(69
)

寄
進
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
余
程
重
要
な
立
願
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の

点
を
考
慮
す
る
と
具
教
の

"
花
見
"
は
表
向
き
の
こ
と
で
、
真
意
は
立
願
成
就
の

祈
薦
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
彼
は
天
正
二

(
一
五
七
四
)
年
五
月

に
も

「御
忍

ノ
御
参
宮
」
を
行

っ
て
お
り
、
何
か
期
す
る
も
の
が
あ

っ
た
の
で
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
同
年
、　

「中
納
言
入
道
殿
寵
愛
あ
り
け
る
女
房

の
な
く
な
り
け
る
を
、
長
泉
寺
に
て
七
な
ぬ
か
し
と
側
室
を
失
く
し
て
い
る
。
翌

三
年

二
月
十
日
、　
「中
納
言
入
道
多
気
よ
り
、
花
に
を
く
霜
も
な
ミ
た
や
染
ぬ
ら

ん
む
か
し
の
春
を
忍
ふ
お
も
ひ
に
」、

さ
ら
に
四
年
、　
「
二
月
の
中
の
頃
、

中
納

言
殿
よ
り
の
歌
、
む
か
し
か
た
り
今
ひ
と
た
ひ
と
思
ふ
身
の
あ
す
を
も
し
ら
ぬ
世

を
い
か
玉
せ
む
」
と
こ
の
年
十

一
月
二
十
五
日
謀
殺
さ
れ
る
運
命
を
予
期
し
た
様

な
歌
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
北
畠
氏
滅
亡
と
い
う
事
件
に
つ
い
て
前
述
の
ご
と
く
彼

は
何
も
語
ら
な
い
。
　
コ
霜
月
晦
日
初
雪

の
ふ
り
け
れ
は
」

　
空
に
の
み
ふ
る
と
し
見
え
て
庭

の
面
は
さ
り
け
な
き
か
も
今
朝
の
は
つ
雪

と
歌
人
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(70
)

　
し
か
し
、
翌
五
年
十

一
月

二
十
五
日
に
は
、　

「詠
前
黄
門
快
翁
宗
治
公
　
為

一

周
忌
追
善
加
法
華
経
廿
八
品
於
解
結
二
経
三
十
首
和
歌
」
を
、
同
十
年
に
は

「右

之
意
趣

ハ
奉
飛
将
前
黄
門
快
翁
宗
治
公
尊
霊
七
回
忌
追
善
志
所
也
」
と
追
善

の
歌

を
詠
ん
で
い
る
。

3
　
北
畠
具
房

　
具
教
子
息
具
房
の
初
見
は
元
亀
三
年
三
月
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
三
月
す
ゑ
つ
か
た
、
残
花
を
よ
ミ
給
ふ
と
て
　
中
将
具
房

　

一
枝
に
の
こ
り
し
花
よ
中
く
に
春
ふ
く
風
の
名
た
て
成
ら
む

　
し
き
り
に
よ
ミ
侍
る
へ
き
よ
し
の
給
ひ
け
れ
は

11



窓史

と
贈
答
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ

る
の
は
彼
が
中
将
に
昇
進
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ71
)

と
で
あ
ろ
う
。
彼
に
は
少
将
に
任
官
以
来
昇
進
の
史
料
は
な
く
、
左
少
将
か
ら
昇

進
し
な
か

っ
た
と

み
な
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、

元
亀
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(27
)

頃
、
三
条
西
実
澄
が
彼
に
与
え
た
と
い
う
有
職
故
実
書

『
三
内

口
決
』
中

「朝
臣

ト
書
載
候
事

ハ
、
位
署
ヲ
書
時
之
事
候
」

の
例
と
し
て

「
正
四
位
下
行
右
近
衛
権

中
将
源
朝
臣
具
房
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
付
合
す
る
。

　
天
正
二
年

の
詞
書
に
よ
る
と
、

理
由

は
定
か
で
な
い
が
、

具
房
生
母
は
多
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(津
市
一志
町
)

を
離
れ
て

「
羽
林

の
母
堂
、
ち
か
き
比
は
片
野
と
い
ふ
所
に
を
は
し
け
る
」
と
あ

り
、
国
永
は

「久
し
く
を
と

つ
れ
も
申
侍
ら
ね
は
、
花
比
」
訪
ず
れ
て
い
る
。

　
北
畠
氏
滅
亡
以
前

の
具
房
に
関
す
る
記
事
は
以
上
の
二
点
に
過
ぎ
な
い
が
、
本

書
は
そ
の
後

の
具
房
情
報
を
伝
え
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。

　
天
正
七
年
正
月

一
日
、　
「春
た
つ
と
い
ふ
事
を
神
仏
に
よ
せ
て
、
具
房
卿
囚
人

と
成
給
ひ
、
河
内
と
い
ふ
所

へ
越
ま
し
く

す
て
に
三
年
を
へ
ら
れ
て
の
初
春
、

せ
め
て
の
事
に
祝
し
奉
る
五
首
」
と
あ
り
、
彼
が
囚
人
と
し
て
河
内
に
ー

お
そ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

(37
)

ら
く
幽
閉
さ
れ
て
ー

生
存
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
翌
八
年
、

「前
羽
林
具
房
入
道
殿
、
浄
土
門
に
入
給

ひ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
信
心
他
に
こ
と

な
り
し
か
、

睦
月
五
日
終
焉
た
エ
し
く

お

ハ
し
ま
し
た
る
よ
し
伝
う
け

た
ま
わ

り
」
と
彼

の
出
家
、
死
去
を
伝
え
る
。
十

二
月
五
目
、
国
永
は

「
ま
さ
に
来
ら
む

睦
月

の
五
日
は
松
壑
林
公

の

一
め
く
り
に
て
あ
な
れ
と
、
世
人
さ
た
め
て
よ
り
き

つ
N
よ
し
な
か
る
わ
さ
の
成
か
た
く
や
と
お
も
ひ
、
ま
こ
と
の
僻
事
な
か
ら
、
師

(走
)

馳
の
け
ふ
し
も
、

こ
鼠
う
さ
し
を
の
へ
は

へ
る
」
と
百
首
詠
ん
で
い
る
。
生
前
の

具
房
と
の
交
流
を
示
す
記
事
は
少
な
い
も

の
の
、
手
厚
い
供
養
を
し
て
い
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(47
)

具
房
に
寄
せ
る
複
雑
な
想
い
が
あ

っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。

4
　
北
畠
氏
被
官

　
最
後
に
北
畠
氏
被
官
と
思
わ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
き
た
い
。

〔玄
州
、
杉
山
右
衛
門
丞
〕

　
玄
州
は
天
文

二
十

一
年
、
述
懐
の
歌
を
寄
せ
た
人
物
と
し
て
登
場
す
る
が
、
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(尉
)

治
三
年
、
子
息
杉
山
右
衛
門
丞
を
失
く
し
て
い
る
。
杉
山
氏
は
前
掲

『永
禄
天
正

多
気
道
者
帳
』
に
下
野
守

(前
菅
右
衛
門
)
、

菅
四
郎
、

内
蔵
允
、
以
足
軒
、
藤

六
、

右
衛
門
尉
と
多
数

の
人
物
が

多
気
に
居
住
し
て
お
り
有
力
被
官
と
思
わ
れ

る
。
右

の
内
、
右
衛
門
尉
は
、
死
去
し
た
人
物
の
子
息
で
あ
ろ
う
か
。

〔榊
原
右
衛
門
大
夫
〕

　
永
禄
八
年

「
十
月
廿
八
日
、
榊
原
右
衛
門
大
夫
身
ま
か
り
け
る
、
法
名
浄
光
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ママ　

な
む
、
今

ハ
の
時
ま
て
つ
き
そ
ひ
侍
り
し
に
、
朋
友
の
思
ひ
面
影
忘
れ
か
た
り
け

れ
は
」
、　

「懐
旧
の
思
ひ
に
耐
す
し
て
」

と
歎
き
悲
し
ん
で
い
る
。

こ
の
榊
原
氏

　
　
　
　
(75
)

は
榊
原
城
主
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
十
年
、
榊
原
蟄
居
中
で
あ

っ
た
国
永
は

三
月
榊
原
城
を
訪
ず
れ
、　

「童
に
か
わ
り
て
」

と

一
首
詠
ん
で

い
る
が
、

こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(67
)

「
童
」
は
前
掲

「
小
河
文
書
」
所
収
織
田
信
雄
書
状
の
宛
て
先

「榊
原
弥
四
郎
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

〔そ
の
他
〕

　

こ
の
他
断
片
的
で
は
あ
る
が
被
官
と
覚
し
き
人
物
を
あ
げ
て
お
く
。

　
天
文
二
十
二
年
、

娘
を
失

っ
た

「国
清
と
い
ひ
け
る
人
」
、

永
禄

二
年
没
し
た

「前
駿
州
忠
広
」
(重
臣
江
見
駿
河
守
か
)、
同
九
年
子
息
を
失
く
し
た

「宮
日
土

佐
守
」
、
元
亀

二
年
、
八
十
二
歳
で
没
し
た

「佐
渡
入
道
等
共
」
(奏
者
稲
生
佐
渡

守
か
)
、
天
正
五

・
六
年
に
名
が
み
え
る

「磯
田
宗
作
入
道
」、
被
官

の
確
証
は
な

い
が
、
元
亀
元
年
、
榊
原
に
湯
治
の
た
め
滞
在
し
て
い
た
種
村
刑
部
大
輔
盛
景
な

ど
が
い
る
。
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北畠国永『年代和歌抄』を読む

お
わ

り

に
1
多
気
城
下
の
変
貌
1

　

『年
代
和
歌
抄
』
は
北
畠
氏
滅
亡
後
の
多
気
城
下
の
景
観
を
伝
え
た
同
時
代

の

唯

一
の
記
録
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
以
下
本
稿
を
終
え
る
に
当

っ
て
城
下
の
様
相

に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
長
文
で
あ
る
が
、
国
永
の
詞
書
を
引
用
す
る
。
天

正
九

(
一
五
八

一
)
年

　
伊
勢
の
海
の
お
き

つ
塩

よ
り
も
世
に

か
ら
く
、　
(中
略
)

思
ひ
つ
玉
け
侍
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(舎
)

　
に
、
家
く
の
軒
を
な
ら

へ
し
多
気
な
れ
と
、
坊
令
の

一
宇
も
あ
ら
さ
れ

ハ
、
仏

　
マ
マ
　

　
を
み
の
り
を
き
く
ゑ
に
し
こ
そ
な
か
ら

め
、　
(
中
略
)
鐘

の
ひ
玉
き
も
た
え
つ

　

二
、
台
の
か
た
ふ
き
た
る
も
な
く
し
て
、
霧

ハ
不
断
の
香
と
も
な
ら
す
、
薨

の

　
や
ふ
れ
た
る
も
残
ら
ね
は
、
月

ハ
常
住

の
灯
と
も
見

へ
す
、
ふ
く
ろ
う
の
や
と

　
る
へ
き
松
さ

へ
は
た
枯
は
て
蕊
、
風
の
音
ま
て
う
ら
め
し
く
、　

(中
略
)
籬

ハ

　
た
工
野
ら
と
成
て
、
蘭
菊
の
叢
を
き
つ
ね
の
か
く
れ
と
こ
ろ
と
す
る
故
に
や
、

　
民
の
か
ま
と

こ
x
か
し
こ
に
あ
り
な
か
ら
、

く
た
か
け
の
ひ
と
つ
も
な
け
れ

　

ハ
、
空
音
を
た
に
き
か
さ
る
に
、
か
し
ら
の
し
ら
か
の
ミ
な
ら
す

(中
略
)
月

　
日
の
は
や
く
過
行

ハ

(以
下
略
)

と
老
い
行
く
我
が
身
に
重
ね
つ
つ
、

そ

の
荒
廃
ぶ
り
を
叙
し
て
い
る
。

以
下

さ

　
　
　
　
(舎
)

ら
に

「坊
令
の

一
宇
も
あ
ら
さ
」
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
寺
院
を
中
心
に
み
て
み

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(77
)

　
近
世
初
期
に
は
廃
寺
と
な
り
、
寺
院
名

の
み
を
伝
え
る
寺
院
を
、
多
気
城
下
の

北
か
ら
列
記
す
る
と
、
金
国
寺
、
分
寿
院
、
薬
師
堂
、
鎮
福
利
院
、
福
寿
院
、
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

栄
寺
、
六
田
廃
寺
、
慶
正

(景
正

・
景
賞
)
院
、
観
音
寺
、
慈
恩
院
、
長
泉
寺
、

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蓮
寺
、
法
光
寺
、
実
中
庵
、
大
正
寺
、
伝
道

(洞
)
院
、
松
月
院
、
本
願
寺
、

　誉
永
寺
が
あ
る

(傍
線
は
本
書
を
含
め
、
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
寺
院
、

*
印
は
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
た
寺
院
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
)
。

こ
の
他
前
揚

『
永
禄
天
正
多
気

道
者
帳
』
に
玄
智
坊

(
人
名
か
)
、
慶
雲
庵
、
福
寿
院
塔
頭
自
得
軒

・
長
勝
軒
が
、

本
書
に
庸
安
院
、
惣
持
寺

(
天
正
元
年
、

禅
岩
宗
瑞
八
十
四
歳
死
去
)、

枕
流
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(㎎
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(97
)

(天
文
六
年
)、

金
剛
法
寺

(天
文
二
十
年
)、

長
閑
寺

(
天
正
六
年
)

が
み
え

る
。
こ
れ
ら
寺
院
、
さ
ら
に
子
院

・
塔
頭
を
含
め
て
、
南
北
約
六
キ
ロ
、
八
手
俣

川
が
作
る
狭
隘
な
谷
合
い
に
所
在
す
る
光
景
は
ー

さ
ら
に
武
家
屋
敷
を
加
え
れ

ば
l
l
壮
観
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(院
力
)

　
天
正
五
年
、　

「冬
の
す
ゑ

つ
か
た
大
蓮
寺
の
上
人
、
山
田
の
極
楽
寺

へ
出
員
し

差
越
た
ま
ふ
と
て
、
捨
て
ら
る
二
身
の
す
み
か
と
て
足
引
の
山
田
の
原

の
し
た

庵
」
と
あ
る
の
は
廃
寺
に
な

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
天
正
七
年
、
多
気
を
訪
ず

れ
た
国
永
は
、　
「景
賞
院
あ
れ
は
て
玉
、
花
の
み
む
か
し
の
ま
x
な
れ
は
　
昔
し

る
人
に
見
せ
は
や
し
ら
せ
は
や
あ
れ
ゆ
く
庭
の
前
の
色
香
を
」
と
そ
の
荒
廃
し
た

様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
同
年
三
月
半
ば
、
松
月
院
東
堂
よ
り

　
久
有
異
郷
回
古
寺
　
人
忘
家
破
見
猶
傭

　
満
林
紅
白
似
如
昔
　
水
色
山
光
顕
祖
宗

と
松
月
院
も
無
住
と
な
り
朽
ち
る
に
ま
か
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に

登
場
し
な
い
寺
院

・
塔
頭
も
お
そ
ら
く
同
様
な
姿
を
呈
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

外
護
を
失
い
、
荒
廃
し
た
寺
院
、
お
そ
ら
く
破
壊
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
北
畠
氏
館
以

下
武
家
屋
敷
、
さ
ら
に
住
人
が
い
な
く
な

っ
た
民
家
、
眼
前
に
広
が
る
こ
の
光
景

は
権
力
の
崩
壊
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
語
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　

『
年
代
和
歌
抄
』
を
テ
キ
ス
ト
に

「読
む
偏
と
当
世
流
行
の
題
を
つ
け
書
き

つ

ら
ね
て
来
た
が
、
国
永
と
い
う
人
物

へ
の
関
心
と
、
詞
書
を
史
料
に
北
畠
氏
の
動

向
を
検
討
し
た
い
と
い
う
意
図
が
か
み
合
わ
ず
、
結
果
的
に
焦
点
が
分
散
し
た
ま

ま
終
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
筆
者
の
能
力
の
故
で
あ
る
が
、
本
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史 窓

書
に
は
ま
だ
ま
だ
発
掘
を
待

っ
て
い
る
様

々
な
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
全
て

は
他
日
を
期
し
た
い
。

註(
1
)
　
和
歌
史
研
究
会
編

(昭
和
五

一
年
、
明
治
書
院
)
、
『
年
代
私

歌
抄
』

の
タ
イ
ト

ル

　
　
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
校
訂

・
解
説
は
国
枝
利
久
、
黒
川
昌
享
両
氏

。
な

お
収
録

さ

　
　
れ
た
和
歌
数
は
同
書

に
よ
る
と
自
他
作
あ

わ
せ
て
二
四
九
三
首

(
た
だ
し
、
詞
書
中

　
　
の
歌
が

カ
ウ

ン
ト
さ
れ
て
い
な

い
例
が
あ

る
の
で
実
数

は
若

干
増

え
る
)
。

(
2
)　
井

上
宗
雄

『
中
世
歌
壇
史

の
研
究
室
町
後
期
』

(
昭
和
四
七
年
刊
、
明
治
書
院
)

で

　
　
は
広
島
大
本
を

「
或

は
原
型

力
」
と
さ
れ
て
い
る

(
三
二

一
頁

)
。
筆
者

は
未
見
。

(
3
)　
本
稿

で
は
引
用
す
る
に
あ

た

っ
て
は
、
神
宮
文
庫
甲
本
か
ら
行
う

。
刊
本

『
年
代

　
　
和

歌
抄
』

の
底
本
と
は
片
仮
名
↓
平
仮

名
、
平
仮
名
↓
漢
字

と
表
記

上
の
、
ま
た
そ

　
　

の
他
の
相
違
点
が
多

々
あ
る
。

(
4
)　

下
冊
も

上
冊
と
同
じ
く
、

元
亀
元
年
正
月

(
四
月
改
元
)
、

天
正

元
年
正
月

(
七

　
　
月
改

元
)

と
あ
る
ご
と
く
、
後

に
編
纂
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
5
)　
林
達
也

・
広
木

一
人

・
鈴
木
健

一
編

『
室
町
和
歌

へ
の
招
待
』
　
(平
成
十
九
年
、

　
　
笠

間
書
院
)
解
説
は
鈴
木

氏
担
当
。

(
6
)　

永
正
十
年
前
後
、
北
畠
氏
は
栗
間
庄

(
津
市
)
を
戦
場

に
長
野
氏
と
戦

っ
て

い
る

　
　

の
で

(
『
守
光
公
記
』
等

)
、
こ
の
戦

い
に
お
け
る
戦
死

で
あ
ろ
う
。

(
7
)
　
因
み
に
、
北
畠
氏
傍
流
で
叙
位
さ
れ
た
例
は
、
満
雅
弟
親
永
を
祖

と
す

る
河
方
宗

　
　
範

の
従

五
位
下
叙
位

の
み
で
あ

る

(
『
歴
名
土
代
』
永
正

二
年
正
月
十

五
日
、
『
実
隆

　
　
公
巴記
』
同
冨
月
六

日
、
十
四
日
条
)
。

(
8
)

高

国
が

伊
勢

に

下
向
滞
在

し
た

の
は
、
享
禄

二

(
一
五
二
九
)

年
正
月
下
旬

で

　
　

『
実
隆
公
記
』

正
月

二
六
日
条

「
去

二
十
三
日
常
憧
赴
勢
州
」

と

伊
賀

よ
り

伊
勢

　
　

へ
、
伊
勢

を
立

っ
た

の
は
同
年

五
月
末

で
あ

っ
た

(同
書
五
月
二
五
巳
条

に

「
自
伊

　
　
勢
、
経
伊
賀
被
越
江
州
、
今

日
乗
船
、
自
海
津
被
付
越
前
敦
賀
津
」
と
あ

る
。
　
『
後

　
　
法
成
寺
関
白
記
』

二
五
日
条
に
も
同
様
な
記
事
が
み
え
る
)
。

(
9
)
　
刊
本

『
年
代
和
歌
抄
』
で
は
天
文
九
年

の

「
予
む
す

め
の
か
た
よ
り
梅
花

に
つ
け

　
　

て
　
十
三
幼
」
と
あ
り
死
亡
し
た
息
女
を

こ
れ
に
あ

て
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
神
宮

　
　
文
庫
蔵
写
本
に
は

「
十
三
幼
」

の
文
言
は
な
く
、
転
写

の
際

に
付
け
加

え
た
の
で
あ

　
　

ろ
う
。

(
10
)

吉
野
寵
居
間
、
彼
は
蔵
王
権
現
を
始
め
、
吉
野

の
諸
寺
院
、
三
輪
、
高
野
山
ま
で

　
　
足

を
延
ば

し
、
僧
、
里
人

と
交
遊
を
し
て
お
り
、
歌

の
世
界
を
楽

し
ん
で
い
る
か

の

　
　
よ
う
で
あ

る
。

も

っ
と
も
、

「
故
郷

の
事
を

夢

に
見
侍
る

折
ふ
し
」
、

「
故
郷

へ
の

　
　
文
」
等

々
の
詞
書

も
少

な
か
ら
ず
あ
り
、
望
郷

の
念
も
ひ
と
し
き

り
で
あ

っ
た
と
思

　
　
わ
れ
る
。
な

お
弘
治
二
年

、　
「
よ
し
野
よ
り
い

へ
と
う
し

の
か
た

へ
」
と
あ
る

の
は

　
　
こ
れ
以
前
再
婚
し
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

(
11
)　

た
と
え
は

「
江
首
座
よ
り
法
文

の
歌
」

　
　
　
　
い
せ
の
国
そ

の
よ
し
あ

し
は
し
ら
ね
と
も
な

に

ハ
に
つ
け
て
さ
た
め
な
き
哉

　
　
返
し
　

み
や

こ
人
な
に
は
の
事
も

い
せ
に
て
は
あ

し
と
思
ふ
な
た

ム
よ
し
と

い

へ

　
　

の
贈
答
歌
や
八
月
十
五
日
の
名
月
を
詠
ん
だ
歌
も

「
う
き
な
こ
そ
月

に
は
か
は
れ
故

　
　
郷

を
」
、

「
こ
よ
ひ
月
も
あ

は
れ
と
思
ふ
ら

む
」
、

「
哀
な
り
こ
よ
ひ
月
を

い
に
し

へ

　
　
を
」

と
晴
れ
ぬ

心
情
を

吐
露

し
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
の

名
月

の
歌
と
は

全
く
異
な

　
　
る
。

(
12
)　
当
該
年

に
死
亡

の
記
事

は
な
く
、
十

一
年

五
月
十

二
日
に

一
周

忌
を
営
ん

で
い
る

　
　
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。

(
3ユ
)
　
上
野
城
は
小

森
上
野
字
城
山

に
所
在
し
た
と
い
う
。
戦
前
海
軍

工
廠
建
設

の
た
め

　
　
消
滅

し
た

(
三
重
県
教

育
委
員
会
編

『
三
重

の
中
世
城
館
』
昭
和
五
二
年
)
。

(
14
)
　
小
原
字
平
野

に
小
原
城
趾
が
あ

る

(
前
掲

『
三
重

の
中
世
城
館
』
)
。

(
15
)　

三
多
気
字

四
方
奥

に
御
嶽
城
趾
が
残
る

(前
掲

『
三
重

の
中
世
城
館
』
)
。

(
16
)
　
次
節

で
ふ
れ
る
が
、
天
正
十

二
年
、
小
牧

・
長
久
手

の
戦
い
後

、
信
雄
は
南
伊
勢

　
　
に
お
け

る
領
地
を
失
う

。
嫡
孫

の
知
行
地
小
原
、
具
就
知
行
地
御
嶽
も

こ
れ

に
と
も

　
　
な
い
喪
失

し
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

(
17
)　

国
立

公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
。

(
18
)
　
た
だ

し
、
顕
雄
を
親
房

の
子
と
す
れ
ば
長
命

に
過
ぎ
る
。
系
図
の
誤
り

か
、
あ
る

　
　

い
は
唐
橋
入
道
は
房
雄
を
指
す
と
考
え
た
方

が
正
確

か
も
知
れ
な
い
。

(
19
)
　
小
原
氏
が
北
畠

一
族

で
あ

り
な
が
ら
、
将
軍

の

「
御
扶
持
」
人

と
さ
れ
て

い
る
こ

　
　
と
が
注
意
さ
れ
る
。

な
お

小
原

は
雲
出
川
沿

い
に

位
置

し
、

北
行
す
れ
ば

一
志
郡

　
　

(
中
世
)

の
平
野
部
に
、
南
行
す
れ
ば
峠
を
越

え
多
気
城
下
に
、
東
行
す
れ
ば
坂
内

　
　
城
、
大
河
内
城
を
経
て
、
飯
高
郡

(
中
世
)

の
平
野
部

に
至
る
軍
事

上
の
要
衝

に
位

　
　
置
す
る
。

(
20
)　

成
簣

堂
所
蔵
文
書

一
三
五

「
伊
勢
両
宮
解
状

写
し
。
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北畠国永『年代和歌抄』を読む

(
21
)　

『
何
事
記
録
』
延
徳
二

(
一
四
九
〇
)
年
閏

八
月
十
八
日
、
伊
賀

仁
木
政
長
が
こ

　
　
れ
ら
貞
助
跡
を
め
ぐ

っ
て
貞
助
子
千
代
菊
丸
と
相
論

し
て
い
る
。

(
22
)　

『
言
継
卿
記
』

三
月

二
二
日
条
。

な

お
雲
出
川

は
津
市
と

松
阪
市

の
境
界
を
な

　
　
す
。

(
23
)　

『
氏
経
卿
引
付
』
四
ー

一
九
〇

(
三
重
県
編

『
三
重
県
史
』
資
料
編
中
世

1
ω
所

　
　
収
)
。

(
%
)　

な
お
小
原
茂

に
つ
い
て
付
け
加
え
る
と
、

『
歴
名
土
代

』
に

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

(文
明
)

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

同

四

・
六

・
十
八

　
　

(従

五
位
下
)
源
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

(文
明
)

　
　

(従

五
位
上
)
源
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

同
八

・
七

・
廿
四

　
　
と
あ
る
政
治
を
同
書
索
引

で
は
編
者
は
小

田
政
治
と
さ
れ
て
い
る
。

『
茨
城
県
史

』

　
　
中
世
編

に
よ
れ
ば
、
政
治
が
小
田
氏

の
家
督

を
継
承
す
る

の
は
、
永
正
十

一

(
一
五

　
　

一
四
)

年

で
あ

る
と

い
う

(
二
七
六
頁
)
。

源
政
治
を
小

田
政
治
と
す
る

に
は
叙
位

　
　

の
時
期
が
早

い
。
政
治
は
小
原
氏
と
考
え
る
。

(
25
)　

a
は
石
水
博
物
館
所
蔵

「
佐
藤
文
書

」
五
三

(
前
掲

『
三
重
県
史
』
資
料
編
中
世

　
　
2
所
収
)
、

b
も
同
じ
く

「
佐
藤
文
書

」
五
五
。

な
お
年
紀

を
永
禄
十

二
年
と
し
た

　
　

の
は
、
同
文
書
五
四
号
が

a

・
b

に
関
連

し
、
そ

の
月
日
が

「
壬
五
月

一
日
」
と
あ

　
　
る
こ
と
に
よ
る
。

(
26
)
　
因

に
後
年
、
天
正
四
年
十

一
月
、
北
畠
具
教

は
謀
殺
さ
れ
る
が

、

『
勢
州
軍
記

』

　
　
等

に
は
討
手

の

一
人

に

「
藤
方
刑
部
少
輔
」
を
あ
げ
、

「
藤
方
慶
由
事
　
爰
藤
方

御

　
　
所

入
道
慶
由
者
、

兼
為
人
質
在

田
丸
、　

(中

略
)

子
息

刑

部
少
輔
企
不
義
、

誅
国

　
　
司

、
去
夏
嫡
孫
落
長
嶋
城
、
失
家
名
、
今
又
汝
顕
不
義
、
甚
失
当
家
之
名
」
と
刑
部

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

(イ
淵
)

　
　
少
輔

を
非
難
し

「
於
深
井
投
身
遂
死
去
畢
」

と
叙
述
し
て
い
る
。

(
27
)
　
拙
編

『
国
立
公
文
書
館
蔵
　
沢
氏
古
文
書
』
三
四
四

(京
都
女
子
大
学
研
究
叢

刊

　
　
43
、
平
成
十
八
年
)
。

(
28
)　
神
宮
文
庫
所
蔵

(
一
門

一
一
三
八
四
)
。

な
お

拙
稿

「
北
畠
氏
城
館
趾
を
め
ぐ

る

　
　
問
題
し
　
(
鯨
鞨
鍬
禦
楸
艀
獄
罅
鸚
史
学
編

四
号
所
収
)

に
お

い
て
全
文
翻
刻
し
て
掲
載
し

　
　
た
。

(
29
)

真
田
宝
物
館
所
蔵

「
小

川
文
書
」
、
全
文

は

　
　
　
　
　
　
猶
以
不
可
有
油
断
候

　
　
　
　
其

国
検
地
之
儀
候
而
其
方
も
相
加
り
、
随
分
可
入
精
候
、
様

子

ハ
松
庵

二
可
有

　
　
　
　
相
談
候

也
、
謹
言

　
　

　
　
　
　
七
月
廿
日
　
　

　
　
信
雄

(花
押
)

　
　

　
　
　
　
小

川
新
九
郎
殿

　
　

　
　
　
　
藤
方

刑
部
少
輔
殿

　
　

　
　
　
　
日
置

大
膳
亮
殿

　
　

　
　
　
　
榊

原
弥

四
郎
殿

　
　
な

お
、
こ

の
文
書

に

つ
い
て
は
、
加
藤
益
幹

「
織
田
信
雄
奉
行
人
雑
賀
松
庵

に

っ
い

　
　

て
」
　
(藤

田
達

生
編

『
小
牧

・
長
久
手

の
戦

い
の
構
造
　
戦

場
論

上
』
平
成
十
八
年

　
　
所
収
)
を
参

照
さ
れ

た
い
。

(
30
)
　

こ
の
他
、
天
正
十

二
年
五
月
五
日
付
、
藤
方
刑
部
少
輔
宛
徳
川
家
康
書
状
写

(
国

　
　
立
公
文
書
館
蔵

『
譜
牒
余
録
』
下
所
収
)

に
は
、
長
久
手

の
戦

い
に
際

し

　
　

　
　
預
芳
墨
候

、
則
披
閲
候
、

為

悦
之

至
候
、

此
表
敵

敗
北
候
、

構
切
所
、

築
土

　
　

　
　
手
間
、
討
洩
候
事
無
念
候
、　

(中

略
)
将
又
此
節

両
地
堅
固
被
相
抱
儀
寔
無
比

　
　

　
　
類
候
。　

(
以
下
略
)

　
　

　
　
　

(天
正
十
二
年
)

　
　

　
　
　
　
五
月
五
日
　

　
　

　
家
康

様
御
判

　
　

　
　
　
　
　
藤
方
刑
部
少
輔
殿

　
　
な

お
本
文
書

は
、

『
記
録
御
用
所
本

　
古
文
書
』
九
巻

に
も
所
収
さ
れ
て

い
る
が
、

　
　
文
言
が
異
な
る
箇
所

が
あ

る
。

(
31
)
　
久
世
兼
由

『
松

坂
権
輿
雑
集
』
　
(
宝
暦
二

(
一
七

五
二
)
年

刊
)
所
収
。

(
32
)
　

日
光
叢
書
版
に
よ
る
。

(
33
)
　
小
原
氏
が
い

つ
か
ら
藤
方
氏
と
呼
ば

れ
る
よ
う

に
な

っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。

こ

　
　
れ
も
憶
測

に
過
ぎ
な
い
が
、

傍
流
で
、

し
か
も

幼
少

で
父

を
な
く
し
た

国
永
が
侍

　
　
従

・
少
将

の
官

途
に
就
く

こ
と
が
出
来
た
の
は
、
天
祐

(
初
名
具
国
)

の
猶
子
と
な

　
　

っ
た

こ
と

に
よ
る
の
で
は
な

い
か
。
な
お
、
藤
方
属

の
初
見
史

料
で
あ

る
天
文
十
六

　
　
年

の

「
藤
方
殿
」
は
ー
仮
説
が
認
め
ら
れ
れ
ば
1
国
永
と
な
ろ
う
。

　
　

　
な

お
、
系
図
中

の
朝
成

の
記
事

に

「
陸
田
城
」

に
居
住
と
あ
る

の
も
、
信
憑
性

に

　
　

や
や
欠
け

る
と
は

い
え
、
注
目
さ
れ
る
。

「
六
田
館
跡
」
は
三
次
に
わ
た

っ
て
発
掘

　
　

調
査
が
行

わ
れ
て

い
る
が

((
旧
)
美
杉
村
教
育
委
員
会

『
多
気
北
畠

氏
遺
跡
発
掘
調

　
　

査
報
告
ー
六
田
館
跡
3

・
上
多
気
六
田
地
区
1
ー
』

平
成
十
六
年
)
、

居
住
者
を

示

　
　

す
唯

一
の
文
献

で
あ
る
。
参
考

ま
で
に
国
永
も
天
正
十
年
、
老
後
述
懐

一
首
と

し
て

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

　
　

　
な

玉
そ
ち

の
後

の
六
田
の
淀

と
て
や
ひ
た
み
ち
た
と
る
や
ま
と

こ
と

の
は

　
　

と
六
田
を
詠
み
込

ん
で
い
る
。
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窓史

(
34
)
　
歌
は

「
も

の
ム
ふ

の
た
け
き
心
も
梓

弓
ひ
き

と
Σ
む
る
や
い
と
し
う
き
人
」
。

(
35
)
　
前

掲

『
三
重

の
中
世
城
館
』

で
は

片
田
久
保
町

平
尾
所
在

の
城
跡
を

『
勢
陽
雑

　
　
記
』
等

の
記
述

か
ら
こ
れ
に
比
定
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
右

の
記
述

は
本
書
を
引
用

　
　
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
詞
書

は
大
和
宇
陀
郡

の
秋
山
茂
が
出
兵
し
て
い
た

　
　

こ
と
を
示
す
史
料

で
も
あ
る
。

　
　
　
　
は

た

(
36
)
　

「
八
太
」
は
津

市
神
戸

の
小
字

「
八
太
」

に
該
当
す
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
れ

に

　
　

つ
い
て
は
伊
藤
裕
偉
、
小
林
秀
両
氏

の
教
示
を
得
た
。

　
　
　
歌

は

「
こ
ム
と
て
も
い
ま
は
お
な
し
草

の
庵

に
昔

お
も
ひ
し
昔
を
そ
思
ふ
」
。

(
37
)　
前

掲

『
三
重
県
史
』
資

料
編
中
世

2
所
収

二
九
-
⑭
。

(
38
)
　
注
(
37
)
文
書

二
九
ー
⑮
。

(
39
)　

石
水
博
物
館
所
蔵

「
佐
藤
文
書
』
四
七

(前
掲

『
三
重
県
史
』
資
料
編
中
世
2
所

　
　
収
)
。

(
40
)
　

「
佐
藤
文
書
し

四
八
。

(
41
)
　

「
大
西
春
海
馬
所
蔵
文
書
」
七

(
前
掲

『
三
重
県
史
』
所
収

)
。
資
料
編
中
世
2

(
42
)　

こ

の
出
城

に
つ
い
て
は
、
津
市
教
育
委
員
会

『
垂
水
城
跡
発
掘
調
査
報
告
』
　
(
二

　
　
〇
〇
〇
年

三
月
)
が
あ
る
。

(
43
)
　

『
河
芸
町
史
』
史
料
編
上
巻
所
収

「
分
部
宝
物
保
存
会
所
蔵
分
部
文
書
」
十
七
。

　
　
な

お

「
今
度
家
中
錯
乱
」

の
具
体
的
内
容
は

不
詳
で
あ

る
が
、

注
(
41
)
文
書
中

に

　
　

「
家
所
御
味
方
被
申
付
」
と
み
え
る
家
所
氏
は
長
野
氏

一
族
と

い
わ
れ
る
。
あ
る

い

　
　

は
家
所
氏

の
反
乱

を
指
す

の
で
あ
ろ
う

か
。

(
44
)
　
前
掲

『
河
芸
町
史
』
所
収

「
分
部
文
書
」
十
八
。

(
45
)
　
前
掲

『
河
芸
町
史

』
所
収

「
分
部
文
書
』
十
九
。

(
46
)

家
所
城
は
美
里
家
所
字
城
山
に
城
趾
が
残

る

(前

掲

『
三
重

の
中
世
城
館
』
)
。

(
47
)
　
因

に
歌
を
褐
げ
る
と

　
　
　
伊
勢

の
海
や
よ
る
人
も
波

の
神
風

に
ふ
き

か

へ
さ
れ
て
舟
そ
た

x
よ
ふ

　
　
　

い
せ
の
う

ミ
に
身

を
し

つ
め
て
す

る
か
な

る
富
士

の
高

ね
二
な
け
き
を

つ
む

(
48
)

井

上
宗
雄
氏
は
前

掲
書

で
こ
の
箇
所

を
引
用

し
た
上
で

「
史
実
未
調
」
と
さ
れ

て

　
　

い
る

(
四
四

一
頁
)
。

(
49
)
　
史
料
的
信
憑
性
は
欠

く
が
、

『
家
忠
日
記
増
補
追
加
』
弘
治
元
年

の
条

に

「
三
州

　
　

及

ヒ
駿
州

ノ
兵
、
尾
州

二
発

シ
テ
蟹

江

ノ
城

ヲ
攻

ム
し
と
あ
る
の
は
こ
れ
と
関
連
す

　
　

る
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

(
50
)
　
こ
の
詞
書
は
、
六
月

八
日
の
細
川
常
恒
二
五
年
忌

に
際
し
て
詠

ん
だ
歌
と
七
月
七

　
　
日
七
夕
を
詠

ん
だ
間

に
位
置
す

る
。

(
51
)　
前
揚

『
神
宮
年
代
記
抄

河
崎
』
。
も

っ
と
も

こ
の
記
事
は
、

『
勢
州
軍
記
』
に
言

　
　
う
、
弘
治
元
年
十
二
月
の
飯
高
郡
鎌
田
住
人

、
多
気
郡
斎
宮
住
人

、
南
伊
勢
在
く
所

　
　
く
輩
が
起

し
た

「
徳
政
兵
乱
」

に
関
係
す
る
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

(
52
)　

「
室
町

・
戦
国
期

の
伊
賀
国
」
(
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
十
七
集

　
　
所
収
)
、
「
北
畠
氏
関
係
文
書
三
題
」
　
(鯨
輜
徽
粥
楸
孵
獄
響
難
史
学
編
』

二
号
所
収
)
。

(
53
)
　
伊
勢
本
街
道

は
上
多
気
か
ら
奥
津

(
津
市
美
杉
)
を
経
て
、
大
和
国
境
近
く
石
名

　
　
原
か
ら
北
行
す
れ

は
三
多
気

(
御
嶽
)
を
経
て
名
張

へ
至
る
道
に
分
岐
、
大
和

に
入

　
　
り
、
初
瀬

に
至

る
道

で
あ
る
。
詞
書

に
み
え
る

「
山
そ

ハ
」
は
比
定

地
不
明
。
写
本

　
　

に
は
朱
書

で

「
由
曽
波
」
と
注

し
て
あ

る
。

(
54
)
　

『
三
雲
町
史
』
第

一
巻
通
史
編
参
照
。
こ

の
地
域

に
は

「
佐
藤
文
書
」

の
佐
藤
氏

　
　
を
始
め
、
北
畠
馬
被
官
玉
井
氏
、
北
畠
馬

一
族
星
合

氏
等
が

い
た
。

(
55
)
　
前
掲

『
河
芸
町
史
』
史
料
編

上
巻
所
収

「
分
部
文
書
」
三

一
。

(
56
)
　
前
掲

「
佐
藤
文
書
」
五
四
。

(
57
)　

ち
な
み
に
、
蘇
原
城
趾
は
旧
三
雲
町
役
場
、
天
花
寺
城

は
天
花
寺
字
堀

田
に
遺
構

　
　
が
残
る

(前
掲

『
三
重

の
中
世
城
館
』
)
。
蘇
原
城

は
雲
出
川
を
挾
ん
で
直
線

で
上
野

　
　
城

の
ほ
ぼ

南

六
キ

ロ
、

天
花
寺
城

は

蘇
原
城

西
約

五

・
五

キ

ロ
、

上
野
城
南
西
約

　
　
六

・
五
キ

浜
の
位
置

に
あ
る
。

(
58
)
　

二
見
は
前
述

し
た
よ
う
に
、
弘
治

二
年

に
も
攻
撃
さ
れ

て
い
る
。
永
禄
十

二
年

の

　
　

こ
の
動
き

の
背
景

に
は
九
鬼
茂

の
動
向
が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

(
59
)
　
歌
人
国
永

を
語

る
場
合

、

実
澄
と

の
出
会

い
、

交
流
を

無
視

で
き
な
い
で
あ

ろ

　
　
う
。

彼

は

『
公
卿
補
任
』

に
よ
る
と

元
亀

二

(
一
五
七

一
)

年
八
月
二
十

日
伊
勢

　
　

へ
、
十

二
月
四
日
上
洛
と
あ

る
。
奥

野
純

一
校
訂

『
二
根
集

』
(『
古
典
文
庫
』
版
)

　
　
に
は

完

亀
二
勢

吃

九
月

百

齢
るの
へ
御
参
宮
、
御
窶

夜
、
外
宮
に
+
日
余
御

　
　
逗
留
」
後
、

「
十

月
十

八
日
、

大
河
内

へ
参

、

多
気

に
て

の
御
会
し
、

「
十

一
月
二

　
　

日
齣
勧
へ
大
河
内
よ
り
又
御
参
宮
」

と
伝
え
る
。

国
永

は

「
八
景

を
題

に
て
」
十
六

　
　

首
を

「
三
条
西
殿
下
向
刻
、
得
賢
意
」
、

「
大
河
内

に
て
会
席
」
、

「
霜
月
十
七
日
朝

　
　

初
雪
、　

(中
略
)
今
様
に
よ
み
て
懐
中

せ
し
め
、
西
殿
宿

へ
ま

い
り
け
る
」
と
親
し

　
　

く
指
導

を
受
け
、
翌
年
、

「
百
首

よ
み
侍
り
て
、
う
と
か
ら

ぬ
人

の
も
と

へ
、

つ
か

　
　

は
し
け
れ
は
、
た
二
に
か

へ
す

へ
き
に
も
あ
ら
す
、
三
条
大
納
言

に
見
せ
奉

ら
む
と
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北畠国永『年代和歌抄』を読む

　
　

て
の
ほ

せ
た
り
と
云
々
」
、
そ

の
結
果

、

一
首
を
添
え
た
懇
切
な
返
事

に
、

「
老
後

の

　
　
面

貝
」
と
感
激
し
て
い
る
。
そ

の
後
も
天
正
元

(
一
五
七
三
)
年
十
月
、
三
年
三
月

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
(金
突
?
)

　
　

と
断
続
的
に
音
信
が
続

い
て

い
る
。
天
正
元
年

の
実

澄
の
歌

「
し
ら
さ
り
き

か

つ
き

　
　

に
あ

か
ぬ
い
せ
の
海
を
み
る
め
な
き
さ

に
な
し
は
て
む
と
は
」
は
当
時

の
北
畠
氏
が

　
　
置

か
れ
た
状
況
を
同
情

し
て
詠
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

(
60
)
　
関
東
成
田
に
下

っ
た

商
人
忠
治
、

陸
奥

へ
行
き

秋

田
で
の
見
聞
を

持

た
ら

し
た

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
(修

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

行

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
)

　
　
人
、

「
み
ち

の
く

よ
り

の
ほ
り
る
け
人
」
、

「
す
き

や
う

し
や
」
、

「
折
檻
を

か
ふ
り

　
　

て
蟄
居
し
け
る
人
」
等

々
が
登
揚
す

る
。

(
61
)
　
因
に

歌

は

「
君
か

へ
む
千

と
せ
の
程

の
う
れ
し
さ
は

い
う
に

出
る
や
庭

の
梅
か

　
　
え
し
。

(
62
)
　
北
畠
氏
諸
系

図
で
は
彼

の
法
名
を

「
義
照
院
心
月
天
祐
」
と
す
る
。

　
　
　
な
お
、

国
永

は
、

弘
治
元

(
一
五
五
五
)
年

、

細
川
常
恒
死
去

二
五
年

に
あ
た

　
　
り
、

「
六
月
八
罠
ゆ
か
り
の
御

か
た

へ
六
喩

の
心
を
」
と
歌
を
贈

っ
て
い
る
。
こ

の

　
　

「
ゆ
か
り
の
御

か
た
」
と
は
常
恒
娘
日

天
祐

の
妻
雛
具
教
母
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。

(
63
)

神
宮
文
庫
所
蔵

『
三
方
会
合
記
録
』

一
巻

に
同
様
な
記
事
が
あ

る
。
そ

の
他

「
外

　
　
宮
天
文
引
付
」
　
(
前
掲

『
三
重
県
史
』
資

料
編
中
世

1
ω
所
収
)

に

「
天
文
廿
二
年

　
　

(中

略
)

多
気
天
祐
歓
楽

以
外

之
処
、

大
神
宮
タ

・
リ
厳
重

ニ
ア
ラ

バ
レ
リ
、

然

　
　
者
、
御
立
願

二
七
月
廿
六
日

ヨ
リ
諸
海
道
役
所
関

ア
ケ
ラ
レ
」

と
あ

る
。

(
64
)　
本
書

に
は

「
あ
る
御
方
」
、
「
人

の
御
方
」
と
無
名

で
登
場
す

る
例
が
多

い
。
た
と

　
　
え
ば
永
禄
三
年

「
あ
る
御
方
、

の
こ
れ
る
梅
御
ら
ん
せ
ん
と
て
三
月
三
日
人
を
あ

つ

　
　
め
て
酒
鼬
野

蕪

躔

」、
あ
る
い
は
同
二
年

「む
月
末
つ
か
薩

狩
と
て
い
さ
な

　
　
わ
れ
、
八
智
と

い
ふ
所

の
い
を
り

に
立
入
」
と
あ

る
鷹
狩

の
主
催
者

は
具
教

の
可
能

　
　
性
が
高

い
が

こ
こ
で
は
取

り
上
げ
な

い
。

(
65
)
　

『
系

図
纂
要
』
所
収
系

図
で
は
具
房

の
母
を

「
六
角
定
頼
女
」
と
す

る
。
も

っ
と

　
　
も
後
に
み
る
よ
う

に
具
房
母
は
生
存

し
て

い
る
。

(
66
)
　
具
教
は

『
公
卿
補
任
』
で
は
元
亀
元
年
五
月

日
出
家
乏
あ
る
。

(
67
)
　
世
義
寺

は
醍
醐
寺
末
寺

の
修
験
道
寺
院
で
あ

る
。
な

お
こ
の
文
書

に

つ
い
て
は
、

　
　
拙
稿

「
北
畠

弐
関
係
文
書
三
題
」
　
(鯨
鞨
融
解
漱
孵
歎
觧
鸚
史
学
編
』
二
号
)

で
言
及
し

　
　

た
が
、
そ

の
際

は

『
三
方
会
合
記
録
』

か
ら
引
用
し
た
が
、
最
近
正
文

が
発
見
さ
れ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

へ

　
　

た
と

の
報

に
接

し
た
。
正
文
と
文

言
が
異
な
る
箇
所

が
あ
り
、

「
猶
柏
木
隼
人
佐
扁

　
　
　
　

へ

　
　

は

「
朴
木
隼
人
佐
」

で
あ
る
由
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
き

た
い
。

(
68
)
　
注
(
67
)文
書

と
同
時

に
発
見
さ
れ
た
由

。
以
下
同
文
書

の
概
要

は
小
林
秀
氏
か
ら

　
　
教
示
を
得
た
。
な
お
こ
の
文
書

の
奉
行
人

は
房
兼

で
あ
る
と
い
う
。

(
69
)
　
前
掲

『
大
湊
古
文
書
』

二
九

「
為
末
代

入
日
記
」
⑲

。

(
70
)
　

『
系
図
纂
要
』
所
収
系
図

で
は

具
教

の
法
名

「
寂
光
院
心
祖
不
知
し
、

そ

の
他
系

　
　
図

に
よ

っ
て
は
天
覚
、
号
心
祖

不
知

と
す

る
も

の
も
あ
る
。
な
お
、
本
書

に
は

「
宗

　
　
依
公
高

野
山
法
名
帳
」
と
傍
注
し
て
あ

る
。

(
71
)
　

『
歴
名
土
代
』

に
は
弘
治
三

・
八

・
二
左
少
将
と
し
、
こ
れ

を
洙
消
し
て
い
る
。

　
　
彼
が
少
将
で
あ

っ
た
こ
と

は

『
言
継
卿
記
』
永
禄
元
年

九
月

五
巳
条

に
み
え
る
。

(
27
)
　

『
群
書
類
従
』
所
収
。

(
73
)
　
彼
は
父
具
教
と
と
も

に
天
正
四
年

に
謀
殺
さ
れ
た
と
す

る
説
が
有
力

で
あ
る
。
諸

　
　
系
図
中

『
系

図
纂
要
鴎
所
収
系
図
は

「
八
年
正

ノ
五
卒
卅
四
　
松
壑
公
し
と
正
し
く

　
　
伝
え

て
い
る
。
な

お

『
勢
州
軍
記
』
は
、
具
房
と
信
意

(信
雄
前
名
)
を
取
り
違

え

　
　
る
と
い
う
誤

ち
を
犯

し
て
い
る
も

の
の
、
「
具
教
寵
愛
側
婦

、
而
蔑
如
北

ノ
方

、
(
中

　
　
　
　
　
　

　
(具
房
)

　
　
略
)
蔑
如

、
信
意
殊
為
信
雄
之
御
養
父
、
且
為
孝

行
助
其
命
被
預
瀧
川
家
居
住
於
河

　
　
内
、
後

信
雄
、
於
尾
州
被
扶
持
之

也
、
其
後
居
住
於
京
都

、
改
信
雄
」
と
述
べ
て
お

　
　
り
、
国
永

の
記
述
と

一
致
す
る
点
が
あ

る
。
蛇
足
な
が
ら
彼

の
生
母

の
片
野
居
住

の

　
　
理
由
が

「
蔑
如
北

ノ
方
」
に
あ

る
の
か
も

し
れ
な
い
。
五
首

の
中

の

一
首

「
た
ら

ち

　
　

め
は
さ
こ
そ
出

よ
と

お
ほ
す
ら
め
河
内

に
き
み
み
と
せ
さ
す
ら

ふ
」

か
ら
生
母
は
生

　
　
存

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(
47
)
　
な
お
、
こ
の
他

に
北
畠
氏

一
族

か
と
思
わ
れ
る
人
物

に

「
瑞
龍
院
殿
」
　
(永
禄

二

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

(十
六
才
)

　
　
年

以
前

死
去
)
。

天
正
八
年

に

「
木
造

の
家
と
う
し
二
八
年
九
月
廿
六
目
身

ま
か
り

　
　
給
ふ
て

(中

略
)
家
所
三
河
守
息
女
な

る
に
よ
り
」

と
追
善

の
歌
四
九
首
詠

み
進

め

　
　
て
い
る
。
こ
の
木
造
と
は
具
梁

の
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

(
75
)
　
榊
原
城

趾
は

一
部
を
残
し
て
消
滅
。
津
市
久
居
榊
原

町
字
赤
部
谷

(
前
掲

『
三
重

　
　

の
中
世
城
館
』
)
。

(
76
)
　
注
(
29
)
文
書
。

(
77
)
　
以
下
各
寺
院

に

つ
い
て
簡
単

に
ふ
れ
て
お
く
。

　
　
金
国
寺
　
北
畠
材
親

の
菩
提
寺

(前
掲

『
沢
氏
古
文
書

』

六
〇

)
、
本
書

に
は
永
禄

　
　
　
　
　
四

(
一
五
六

一
)
年
、
子
息

玉
山
清
金

一
回
忌
に
東
堂

よ
り

「
頌

一
章

」
贈

　
　
　
　
　
ら
れ
た
記
事

な
ど
が
み
え
る
。

　
　
福
寿

(
衆
)
院

　
永
禄
六
年

に

「
福
衆
院
殿
青
林
祥
春
」

の
三
十
三

回
忌

に
歌
を
詠
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窓史

　
　
　
ん
で
い
る
。

『言
継
卿
記
』
永
禄
元
年
八
月
二
一ご
日
条
に
医
家
半
井
閑
囎
軒

　
　
　
の
子
宗
永
が
喝
食
と
し
て
入
寺
し
て
お
り
、
首
座
が

「円
首
座
」
で
あ
っ

　
　
　
た
。

慶
正
院
　
本
書
で
は
景
賞
院
、
国
永
は
毎
年
の
ご
と
く
花
見
に
出
か
け
て
い
る
。
な

　
　
　
お
前
章
参
照
。

慈
恩
院
　

『永
禄
天
正
多
気
道
者
帳
』
に
み
え
る
。
平
成
十
三
年
、
一
部
が
発
掘
さ

　
　
　
れ
た
が
報
告
書
は
未
見
。

長
泉
寺
　
前
章
で
ふ
れ
た
ご
と
く
天
祐
の
菩
提
寺
。

大
蓮
寺
　
永
禄
三
年
、
国
永
は
夢
想
の
真
意
を
解
か
ん
た
め
、
同
寺
か
ら
観
経
を
と

　
　
　
り
よ
せ
て
い
る
。
な
お
法
光
寺
趾
と
と
も
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　

(三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『多
気
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
』
平
成
四

　
　
　
年
)。

伝
道

(洞
)
院
　
天
正
六

(
一
五
七
八
)
年
、
国
永
は

「と
か
く
疎
遠
な
り
し
を
く

　
　
　
や
ミ
」
書
状
に
歌
を
添
え
贈

っ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
存
続
し
て
い
た

　
　
　
か
。
他
に

『永
禄
天
正
多
気
道
者
帳
』
に
み
え
る
。

松
月
院
　
前
章
で
述
べ
た
。
寺
院
跡
は
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る

(三
重
県
埋
蔵

　
　
　
文
化
財
セ
ン
タ
i
『
多
気
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
』
W
、
平
成
八
年
、
な
お

　
　
　
同
報
告
書
に
は
本
願
寺
第
二
次
調
査
も
含
む
)。
報
告
書
に
よ
る
と
、
石
垣

　
　
　
遺
構
の
規
模
か
ら
往
時
の
偉
容
が
偲
ば
れ
る
と
い
う
。
ま
た
五
輪
塔
二
基
に

　
　
　
昊

文
廿
二

(治
力
)
　

昊

文
廿
轟

　
　
　

(梵
字
)　

宗
口
　
　
　
　
　
　
(梵
字
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍
機
童
女

　
　
　
　
口
月
廿
八
日
　
　
　
L
　
　
　
　

[
口
凵
廿
四
日
L

　
　
　
石
地
蔵

一
体
に

　
　
　

「恵
性
童
女

　
　
　
　
天
文
廿
三
解
二
月
三
日
」

　
　
　
の
銘
が
あ
る
と
い
う
。
同
寺
の
建
立
年
代
は
不
明
の
由
で
あ
る
が
、
本
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
此
陦
(寺
)　ハ新
脚申相
之
闘四甚
刷タ
リ

　
　
　
永
禄
七
年
に

「松
月
院
　
　
　
　
　
　
　し
と
傍
注
が
あ
る
。
後
注
と
思
わ

　
　
　
れ
る
が
、
何
を
根
拠
と
し
た
か
は
不
明
。
新
宰
相
と
は
あ
る
い
は
具
教
の
女

　
　
　
房
で
あ
ろ
う
か
。

本
願
寺

・
誉
永
寺
　
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る

(三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
・

　
　
　

『多
気
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
』
凱
　
平
成
七
年
)。

(
78
)　
当
寺

は
北
畠
教
具

の
菩
提
寺

(
『
系
図
纂
要
』
所
収

「
源
朝
臣
姓
北
畠
流
」
)
。

(
79
)
　

「
廿
と

せ
あ
ま
り
に
な

り
け
む
、
長
閑
寺

に
て
千
句

の
侍

り
し
」
と
あ
る
。

最
後

に
な
る
が
、
本
稿

は
筆
者
が
在
職
中

、
本
学

か
ら
授
与
さ
れ
た
学
術
助
成
金

に
よ
る
成
果

の

一
部
で
あ

る
。
誠

に
遅
き
に
失

し
、
忸
怩
た
る
思
い
で
あ

る
が
、
こ

こ
に
謝
意

を
表

し
て
お
き
た

い
。
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